
2 3 1 0 - 2 - 0 2

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 2 3 1 0 - 2 - 0 2事業コード 青少年国際交流事業

H28
計画

オーストラリアの友好都市キャンパスピ市のカヤブラム校及びブリンバンク市のキーロー校の中学生の受け入れと本市の中学生の派遣に
よる国際交流の実施

H29
計画

オーストラリアの友好都市キャンパスピ市のカヤブラム校及びブリンバンク市のキーロー校の中学生の受け入れと本市の中学生の派遣に
よる国際交流の実施

H30
計画

オーストラリアの友好都市キャンパスピ市のカヤブラム校及びブリンバンク市のキーロー校の中学生の受け入れと本市の中学生の派遣に
よる国際交流の実施

・派遣　　　市内の中学生をオーストラリアの交流校へ派遣する。　(ホームステイ）
・受入れ 　オーストラリアの交流校から生徒及び引率者を受入れる。（ホームステイ）

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

・派遣，受入れにかかわる人達が増えることにより，市内中学生の国際理解が深まり、国際的な視野を持ち、将来、
国際交流推進の担い手となる。

H26
実績

オーストラリアの友好都市キャンパスピ市のカヤブラム校及びブリンバンク市のキーロー校の中学生の受け入れと本市の中学生の派遣に
よる国際交流の実施

H27
実績

オーストラリアの友好都市キャンパスピ市のカヤブラム校及びブリンバンク市のキーロー校の中学生の受け入れと本市の中学生の派遣に
よる国際交流の実施

事業実施の背景
（導入経緯等）

・平成4年からオーストラリアのカヤブラム校と平成6年からはキーロー校と中学生による国際交流を開始した。両校
との間で毎年受入れ（生徒14名～45名、引率者10名～18名）及び派遣（生徒40名、引率者6名＜平成18年度まで
＞）を実施している。
・白井市教育研究会に補助金を交付して実施している。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

･受入れを4月にしていたが、市内の学校が新年度の始めであるため余裕を持って受入れができない現状があっ
た。調整の結果、毎年9月に受入れを実施することになった（平成１８年度から）。
・交流校のホストファミリーの不足、補助金の削減のため派遣生徒数を40人から30人に減らした。（平成19年度か
ら）

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

・青少年の国際理解を深めるとともに、国際的視野を広め、国際交流推進の担い手となる人材の育成を図る。

　対　象
　（誰・何を対象として）

・派遣　　　市内中学生　2,3年生
・受入れ　　オーストラリア、カヤブラム校・キーロー校の生徒、職員、保護者
　　　　　　　ホストファミリー：市内中学生、一般

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国

県

市

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 4 事業 9 事業名 【実】青少年国際交流事業

根拠法令等 青少年海外派遣等事業補助金交付要綱

予算科目
① 会計 普通 款 9 項 1

一部委託 ● 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託

実施期間 平成4年度 ～ 終了未定 位置付け

課長 小泉　淳一

シート作成者 主査補　山口睦子

事務事業名 青少年国際交流事業

教育部

第３節 相互理解を深め、人権を尊重しあえる社会をつくります 課・室 学校教育課

10．平和・国際理解の推進 班　名 教育センター室

27 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第２章 安心して暮らせるまちを築く 担当部

（２）国際理解の推進 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート
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評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 2 3 1 0 - 2 - 0 2

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

グローバル化に対応した人材を育成するために、児童生徒の国内外における異文化体験や青少年交流の機会を作ったり、
語学力及びコミュニケーション能力の育成が重要になってきている。

事業コード 青少年国際交流事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

 効率的である

●  概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

 計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
派遣については、計画した内容でオーストラリアの学校、市内の小中学校と連携
しながら実施することができた。受入れについては、キーロー校からの派遣がな
かったため、カヤブラム校とのみ実施した。受入れの内容については計画通り実
施することができた。
《成　果》
アンケートによると派遣後「自分が変わった」が90％、変わった内容は「将来、海
外留学や海外で働きたいと思うようになった」と「外国に興味をもつようになった」
を合せると74%となった。受入れのアンケートでホストしてよかったことは「一緒に楽
しいことができた」が24%、「オーストラリアに友だちができた」が21%、「英語に興味
を持ったり、好きになった」と「日本以外の文化を知ることができた」がそれぞれ14%
だった。海外派遣、ホストファミリーや学校での交流活動を通して生徒の国際理解
を深めることができたと言える。
《効　率》（費用対効果の検証）
派遣参加生徒一人あたり4万円の補助をしたので、各中学校より定員を満たす参
加者があり費用対効果はあると考える。また、受入れではホストファミリー、行事
へのPTA等からの協力を得ることができ、効率よく事業を実施できた。なお、職員
人件費については、年間0.15人かかっているが、本事業の実施運営にあたるすべ
ての事務に要するものであり、削減の余地はないものと考える。
《総合評価や課題》
課題解決に向けより多くの児童生徒が関わることができるよう交流内容の改善を
図っている状況を考慮し総合評価を「良好」とした。

●  概ね計画どおり進んでいる

青少年の国際交流に携
わった人数

受入れ人数、派遣人数、ホ
ストファミリー人数、さよな
らパーティー参加者数、ボ
ランティア通訳数

年度目標 ３００人 ３００人

実　績 ２２９人 １８４人

８０人

実　績 ５６人 ４６人

実　績 ９日 １０日

成
果
指
標

派遣・受け入れ人数の合計 派遣者＋受け入れ者 年度目標 ８０人

実　績 １２日 １１日

受け入れ日数 オーストラリアからの受入
れ期間

年度目標 １０日 １０日

活
動
指
標

派遣日数 オーストラリアへの派遣期
間

年度目標 １２日 １２日

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 4,873 4,226
人件費合計 1,249 1,191

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.150 0.150

3,228 3,228
小計 3,660 3,624 3,322 3,035 3,228 3,228 3,228

0 0 0 0
一般財源 3,660 3,624 3,322 3,035 3,228

0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額
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平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

B - 1 - 0 5

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 2 3 1 0 - 2 - 0 2

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
目的を果たすため、また生徒及び保護者の要望に応じるため、現状のまま実施していく。８月に派遣、９月に受入れを実施する。できるだけ多くの
児童、生徒が交流に関わるように工夫をしていく。

事業コード 青少年国際交流事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
目的を果たすため、また生徒及び保護者の要望に応じるため、現状のまま実施していく。８月に派遣、９月に受入れを実施する。

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 青少年国際交流事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。 ●

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

２４年以上にわたり毎年、派遣と受入れの両方を
実施しており、他市町村には見られない特色があ
る事業である。この事業をとおして児童・生徒の国
際理解が深まり、国際交流の担い手としての人材
の育成を図ることげできている。また、友好都市と
しての交流を推進する面もあるため妥当と考える。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。 ●

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。  概ね妥当であるが今後見直しが必要
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評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 2 3 1 0 - 2 - 0 2事業コード 青少年国際交流事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良
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２　次　評　価



3 1 1 1 - 1 - 0 1

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 1 - 1 - 0 1事業コード こころの相談事業

H28
計画

・医師によるこころの相談
・精神保健福祉士によるこころの相談
・常勤職員による相談

H29
計画

・医師によるこころの相談
・精神保健福祉士によるこころの相談
・常勤職員による相談

H30
計画

・医師によるこころの相談
・精神保健福祉士によるこころの相談
・常勤職員による相談

市役所開所日は常勤の精神保健福祉士などの相談担当職員が相談を受ける。
毎月定例の相談日を設定し、外来の専門医や相談員が相談を受ける。
必要時専門機関につなげる。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

こころの問題を抱える市民が、相談することで問題に対処できるようになる。
また、必要によっては専門医を紹介するなど住民のこころのケアの一助となる。

H26
実績

・医師によるこころの相談　：年10回開催し、15人の相談対応した。
・精神保健福祉士によるこころの相談　：　年24回開催し、延べ76名の相談対応した。
・常勤職員による相談

H27
実績

・医師によるこころの相談　：年9回実施し、15人の相談対応をした。
・精神保健福祉士によるこころの相談　：年24回開催し、延74名の相談対応をした。
・常勤職員による相談

事業実施の背景
（導入経緯等）

市内に精神神経科を標榜する医療機関がなく、公的な相談窓口が遠い(佐倉市･千葉市)ため、市民サービスとして
精神保健福祉相談を実施することとした。
医師による相談：平成10年、保健所主催の相談事業の一部を白井町(当時)で開始する。
精神保健福祉士による相談：平成13年保健福祉センター開設後に事業を開始する。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

医師による相談：平成11年度から一部町の予算で、平成12年から単独事業として実施する。(※平成18年度より保
健福祉相談室で予算執行)
精神保健福祉士による相談：平成15年に常勤の精神保健福祉士を採用し、相談業務の充実を図る。平成18年度に
常勤の精神保健福祉士が障害福祉班へ異動となったが、その後もマンパワーとして本事業に協力を得て実施して
いる。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

精神的な不安を抱える人やその家族が気軽に相談できるようにするため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

市民一般
精神障害者やその家族

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律　自殺対策基本法　

県 千葉県自殺対策推進計画

市 白井市障害者計画

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 1 事業 14 事業名 【実】こころの相談事業

根拠法令等 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律他

予算科目
① 会計 普通 款 3 項 1

一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 ● 直　営 全面委託

実施期間 平成10年度 ～ 終了未定 位置付け

室長 高橋　きよ子

シート作成者 主査補　髙平　美佐子

事務事業名 こころの相談事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 保健福祉相談室

11．健康づくりの推進 班　名 相談支援班

31 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（１）健康づくりの支援 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．  90

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 1 - 1 - 0 1

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

・全国的に不安定な経済、雇用状況等により平成１0年から自殺者が年３万人を超える状況を踏まえ、平成18年10月に自殺対
策基本法が施行された。H21年度からH23年度まで、地域の自殺対策強化を目的に県で補助金事業を開始し、その後、自殺
者の状況が急増したH9年以前の状況になっていないことから、毎年延長されてきた。※平成21年度から26年度まで「千葉県
地域自殺対策緊急強化基金事業」として10/10県の補助金を活用。H27年度においては、本基金事業の対象が東日本大震災
における避難者または被災者となり、別に「地域自殺対策強化交付金事業」として若年層や経済情勢対策、地域の実情に応
じて強化すべき自殺対策事業として補助金事業が開始された。
・近年においても、社会情勢は厳しくこころの問題を抱える者は多く、精神保健福祉相談は重要となっている。

事業コード こころの相談事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

 良好

●  概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

 効率的である

●  概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
・医師・精神保健福祉士の相談が年間33回で、目標回数に対し、91.6％の達成率
であることから、計画通り進んでいると判断した。
　

《成　果》
・相談件数89件で、相談枠132枠のうち67.4％の実績から概ね成果が上がってい
ると判断した。

《効　率》（費用対効果の検証）
・費用対効果からみると、1件当たりの単価は安くないが、社会・経済情勢や核家
族化などの背景から、心の問題を抱える人は多い状況であり、相談日を年間提示
開催することで、関係部署に認知され、紹介されたり、不安や課題の解決に向け
た助言を受けることができており、概ね効率的であると判断した。
※参考　1件当たり単価　医師：18,000円　精神保健福祉士：5,189円

《総合評価や課題》
・上記の各評価を勘案し、概ね良好とした。

 概ね計画どおり進んでいる

精神保健福祉士によるここ
ろの相談の年間相談件数

相談延数 年度目標 ― ―

実　績 76件 74件

―

実　績 15件 15件

実　績 24回/年 24回/年

成
果
指
標

医師によるこころの相談の
年間相談件数

相談延数 年度目標 ―

実　績 10回/年 9回/年

精神保健福祉士による、こ
ころの相談の年間開催回
数

開催回数/年 年度目標 24回／年 24回／年

活
動
指
標

医師によるこころの相談の
年間開催可能回数

開催予定回数/年 年度目標 12回／年 12回／年

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 1,528 1,460
人件費合計 833 794

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.100 0.100

699 699
小計 699 695 699 666 699 699 699

0 0 0 0
一般財源 4 0 699 167 699

0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 695 695 0 499 0 0財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

管理No．  90

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 4 - 0 4

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 1 - 1 - 0 1

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
・医師・精神保健福祉士による相談を、こころの問題を抱える市民が気軽に利用できるよう定例開催する。

事業コード こころの相談事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
・医師・精神保健福祉士による相談を、こころの問題を抱える市民が気軽に利用できるよう定例開催する。

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 こころの相談事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

・市内に精神神経科を標榜する医療機関がないこ
とから開始した事業で、身近に相談できる機会を
提供している。また、相談内容により、市の関係課
や関係機関のサービスにつなぎ、適切な支援が受
けられるようにする場合があるため、市が実施す
ることは妥当と判断した。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。 ●

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。 ●

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

管理No．  90

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 1 - 1 - 0 1事業コード こころの相談事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

良好 ● 概ね良好 やや不良 不良

管理No．  90

２　次　評　価



3 1 1 1 - 1 - 0 2

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 1 - 1 - 0 2事業コード 健康生活支援事業

H28
計画

・健康ファイルによる健康管理の普及啓発　　・健康教育(健康講座やスポーツフェスタなど)
・健康相談（各センターでの健康相談や健診結果相談月間など）　　・訪問指導(特定健診要精検者事後指導など)
・第2次しろい健康プラン「健康増進計画」の重点的取り組み（地域のつながりを重視した健康づくり）

H29
計画

・健康ファイルによる健康管理の普及啓発　　・健康教育(健康講座やスポーツフェスタなど)
・健康相談（各センターでの健康相談や健診結果相談月間など）　　・訪問指導(特定健診要精検者事後指導など)
・第2次しろい健康プラン「健康増進計画」の重点的取り組み（地域のつながりを重視した健康づくり）

H30
計画

・健康ファイルによる健康管理の普及啓発　　・健康教育(健康講座やスポーツフェスタなど)
・健康相談（各センターでの健康相談や健診結果相談月間など）　　・訪問指導(特定健診要精検者事後指導など)
・第2次しろい健康プラン「健康増進計画」の重点的取り組み（地域のつながりを重視した健康づくり）

3か所のセンターを会場として毎月健康相談を実施、検診会場待合での健康教育実施、特定健診受診者等を対象
として健診結果相談月間の開催、生活習慣病予防のための運動や栄養について学ぶ健康教室の開催、骨粗しょう
症予防のための骨密度測定の実施、COPD（慢性閉塞性肺疾患：肺の生活習慣病）の普及と予防のための健康教
室の開催、大腸がん検診受診率の低い50歳代を対象とした訪問によるがん検診受診勧奨、商工会加入事業所へ
の情報提供、特定保健指導の該当にならない人への保健指導などを行う。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

がん検診の受診行動や自身の健康づくりにつながるなど、生活習慣病予防についての意識の醸成が図れ、個人及
び家族や地域で生活習慣病予防予防に取り組むことができる。

H26
実績

・健康ファイルによる健康管理の普及啓発　564冊
・健康教育(血液さらさら教室：延167人　検診会場での健康教育：6252人　スポーツフェスタ：0人
　　　　　　健康づくり講演会：64人　COPD予防教室：4回51人　健康講座：12回336人　他)
・健康相談（各センターでの健康相談36回491人　健診結果相談会4日35人　他）
・訪問、電話指導(50歳代のがん検診受診勧奨：39人　特定健診要精検者事後指導：実359人)

H27
実績

・健康ファイルによる健康管理の普及啓発　549冊
・健康教育(血液さらさら教室：延126人　検診会場での健康教育：3624人　スポーツフェスタ：125人　健康づくり講演会：50人　COPD予防教室：4回54人　健康講座：
27回684人　他)
・健康相談（各センターでの健康相談：36回373人　健診結果相談会：62人　他）
・訪問・訪問指導(50歳代のがん検診受診勧奨：50人　特定健診要精検者事後指導：実156人)

事業実施の背景
（導入経緯等）

昭和57年制定の老人保健法に基づき、老人保健事業実施要領が通知され、健康教育や健康相談などの保健指導
の実施が位置付けられた。医療制度改革により平成20年からは健康増進法に基づく実施要領に基づき実施してい
る。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

健康教育事業、健康相談事業、生活習慣病予防事業を統合。
平成20年から医療費適正化のための生活習慣病予防対策として、メタボリックシンドロームの概念の普及啓発やそ
の予防のための保健事業等を展開してきた。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

広く市民を対象にして、生活習慣病予防に関する啓発や適切な指導を行うことで、自身の健康を守り・高めるように
支援をするため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

概ね40歳以上の市民。

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国 健康日本２１(第2次)、がん対策推進基本計画

県 健康ちば２１(第2次)

市 しろい健康プラン

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 3 事業 1 事業名 【実】健康生活支援事業

根拠法令等 健康増進法

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1

一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 ● 直　営 全面委託

実施期間 昭和57年度 ～ 終了未定 位置付け

課長 黒澤 　実

シート作成者 主任保健師　矢野　幸

事務事業名 健康生活支援事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

11．健康づくりの推進 班　名 健康づくり推進班

23 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（１）健康づくりの支援 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．  91

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 1 - 1 - 0 2

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

平成20年度からスタートしたメタボリックシンドローム予防を主な目的とした特定健康診査・特定保健指導も時間の経過ととも
に高血圧や生活習慣病の増加など、様々な課題が表出している。
特定保健指導に該当しない保健指導が必要な人、新たな国民病（慢性腎臓病やロコモティブシンドローム）やCOPD（慢性閉
塞性肺疾患）の啓発や早期発見等、市民の健康づくりを支援する立場として、国の動向を見つつ取り組みを進める必要があ
る。
国の「健康日本21(第2次)」及び、｢健康ちば21(第2次)｣をふまえて第2次しろい健康プラン(平成28年度からの5カ年計画)を策
定した。この計画は｢健康寿命を延ばす｣ことを到達目標に、「健康増進計画」｢食育推進計画｣｢歯科口腔保健推進計画｣の3計
画を一体的に策定したもので、「健康増進計画」は健康増進法を根拠法令としている。

事業コード 健康生活支援事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

 良好

●  概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

 効率的である

●  概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

 計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
生活習慣病等に関する訪問指導数は目標に届かなかったが、前年度より件数が増加し
た。平成27年度は訪問とあわせ、電話での保健指導を行い、要指導者の6割近く
(59.4％)に指導することができた。骨密度測定は市民からの依頼が多数あり、目標を大
幅に上回る実績となった。その他の事業ついても実績が伸びているため、「概ね計画ど
おり進んでいる」とした。

《成　果》
大腸がん検診の受診率は伸びており、骨密度を測定した市民全てに保健指導を実施
し、指標に挙げていない多数の事業でも市民への情報提供や保健指導を実施できたた
め、「概ね効果が上がっている」とした。

《効　率》（費用対効果の検証）
骨密度測定は一部の母子保健事業やがん検診、スポーツイベントや認知症カフェなど
他課の事業と同時に実施することもあるため、効率的であるといえる。
訪問指導については、訪問しても本人や家族が不在のため面接できないこともあり、効
率的ではないといえる半面、市民の生活の場に出向いて実効性のある指導をすることで
重症化を予防できるメリットがあるため、「概ね効率的である」とした。
教室にかかる実費を市民に負担いただき、事業の通知や情報提供を他の事業の通知に
封入するなど、費用の削減や効率化に努めている。多数の事業を実施してるため、経費
や人員の削減は難しい。

《総合評価や課題》
生活習慣病予防の事業を多数実施しており、中には効率的ではないが重症化を防ぐた
めに有効な取り組みもある。市民からの依頼(講話、骨密度測定など)も多数あり、積極
的に出向いて保健指導を実施しているため、「概ね良好」とした。

●  概ね計画どおり進んでいる

骨粗しょう症に関する保健
指導実施率

骨粗しょう症保健指導実数
/骨密度測定実数×100

年度目標 100％ 100％

実　績
1242人/1242人×100＝

100％
1745人/1745人×100

＝100％

40％

実　績
40歳代　51.3%
50歳代　38.2%

40歳代　54.4%
50歳代　41.6%

実　績 1242人 1745人

成
果
指
標

40・50歳代の大腸がん検診
受診率

大腸がん検診受診者数/推
計対象者数×100

年度目標 40％

実　績 39人 206人

骨密度測定実数 ― 年度目標 1200人 1200人

活
動
指
標

生活習慣病等に関する訪
問指導実数

― 年度目標 500人 300人

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 10,767 10,373
人件費合計 10,410 9,928

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 1.250 1.250

376 376
小計 425 357 589 445 614 614 614

19 30 30 30
一般財源 250 210 414 248 376

208
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 145 122 145 178 208 208財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 30 25 30

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

管理No．  91

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

Ａ - 5 - 0 1

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 1 - 1 - 0 2

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
第2次しろい健康プランの健康増進計画の重点的取り組み(地域のつながりを意識した健康づくり)を優先するなど、重要度を意識した事業展開とす
る。

事業コード 健康生活支援事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
第2次しろい健康プランの健康増進計画の重点的取り組み(地域のつながりを意識した健康づくり)を優先するなど、重要度を意識した事業展開とす
る。

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 健康生活支援事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。 ●

判
断
理
由

市職員が直接市民と関わることで、市民の健康状
態や課題を把握し、事業や施策につなげている。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。 ●

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

管理No．  91

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 1 - 1 - 0 2事業コード 健康生活支援事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

良好 ● 概ね良好 やや不良 不良

管理No．  91

２　次　評　価



3 1 1 1 - 1 - 0 3

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 1 - 1 - 0 3事業コード 健康づくり普及推進事業

H28
計画

・健康増進ルームの運営
・各種媒体による健康情報　　　・医療機関情報の提供
・ウォーキング教室の開催　年12回
・健康づくり推進協議会の開催　　　・第２次しろい健康プラン事業実施

H29
計画

・健康増進ルームの運営
・各種媒体による健康情報・医療機関情報の提供
・ウォーキング教室の開催　年12回
・健康づくり推進協議会の開催　　　・第２次しろい健康プラン事業実施

H30
計画

・健康増進ルームの運営
・各種媒体による健康情報　　　・医療機関情報の提供
・ウォーキング教室の開催　年12回
・健康づくり推進協議会の開催　　　・第２次しろい健康プラン事業実施

・健康増進ルームの運営
・各種媒体による健康情報・医療機関情報の提供
・ウォーキングイベントの開催(平成２８年度からは月１回のウォーキング教室とする)
・健康づくり推進協議会の開催

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

・健康増進ルームの利用人数が増える。
・ウォーキングにより、運動機会を作る人が増える。

H26
実績

・健康増進ルームの運営（355日　延29,639人利用）
・各種媒体による健康情報・医療機関情報の提供（健康情報広場の展示や印刷物の配布）
・ウォーキングイベントの開催　年１回（10月25日開催　参加96人）
・健康づくり推進協議会、健康プラン策定会議の開催（10月6日、3月27日開催)

H27
実績

・健康増進ルームの運営（356日　延28,755人利用）
・各種媒体による健康情報　　　・医療機関情報の提供（健康情報広場の展示や印刷物の配布）
・ウォーキングイベントの開催　年1回（10月31日開催　参加112人）
・健康づくり推進協議会の開催(３回開催)　　　・第２次しろい健康プラン策定(平成２８年３月)

事業実施の背景
（導入経緯等）

　人口の急激な高齢化とともに、様々な社会環境がもたらす生活習慣の変化に起因した「生活習慣病」の増加や、寝たきりなど要介護
状態等になる人々が増加していることを受け、「壮年期死亡の減少」、「健康寿命の延伸」及び「生活の質の向上」を目的とした「21世紀
における国民健康づくり運動」（『健康日本21』）が平成12年に策定された。　その後、『健康日本21』を推進していく法的基盤となる『健康
増進法』が平成14年に公布された。これにより国民の責務として疾病予防や健康増進が明確に規定されたほか、その取組みを効果的
に進めるために自治体等は積極的に健康づくりに取組みやすい環境整備に努めることとなった。本市においては、平成13年10月に保
健福祉センターを開所し、主体的な健康づくりの取組みの支援と健康づくりをしやすい環境の整備を推進するため、様々な事業を展開
している。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

　平成２３年度から「3111-1-01ふるさと白井魅力発見ウォーク事業」「3111-1-02健康情報の発信事業」「3111-1-03
健康情報広場運営事業」「3111-1-08総合的な健康づくりの推進事業」「3112-2-01健康増進ルーム運営事業」
「3131-1-01医療機関情報の提供事業」を統合し、「健康づくり普及推進事業」として事業を実施。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

市民一人ひとりの健康増進と健康意識の向上を目指す。

　対　象
　（誰・何を対象として）

市民

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国 健康増進法　　　健康日本２１(第2次)　

県 健康ちば２１(第2次)　

市 しろい健康プラン

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 3 事業 2 事業名 【実】健康づくり普及推進事業

根拠法令等 なし

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1

● 一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託

実施期間 昭和54年度 ～ 終了未定 位置付け

課長 黒澤 　実

シート作成者 主任保健師　矢野　幸

事務事業名 健康づくり普及推進事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

11．健康づくりの推進 班　名 健康づくり推進班

23 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（１）健康づくりの支援 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．  92

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 1 - 1 - 0 3

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

国の｢健康日本21(第2次)｣(平成25年度からの10カ年計画)、健康ちば21(平成25年度からの10カ年計画)をふまえた計画とし
て、第2次しろい健康プラン(平成28年度からの5カ年計画)を策定した。この計画は｢健康寿命を延ばす｣ことを到達目標として、
「健康増進計画」｢食育推進計画｣｢歯科口腔保健推進計画｣の3計画を一体的に策定し、「健康増進計画」は健康増進法を根
拠法令としている。
計画策定にあたり、20歳以上の市民2200人及び小学5年中学1年を対象にアンケート調査を実施して課題を明らかにした。
アンケート調査や、事業などの日常業務から健康課題を分析し、市民自ら健康づくりに取り組めるよう支援する計画とした。
ウォーキングイベントのアンケート調査において、参加者の8割以上が継続して取り組みたいとの意向を示しているため、実施
方法を検討する。

事業コード 健康づくり普及推進事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

 良好

●  概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

 計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
健康増進ルームの年間利用者数は年度目標に届かなかったものの28,000人を超え、依
然として多くの方が利用している。
ウォーキングイベントの参加人数は目標を達成できなかったが、昨年より16人増加した
ため「概ね計画どおり進んでいる」とした。

《成　果》
健康増進ルームの年間利用者数は前年を下回ったが、28,000人以上であり、新規と2年
以上利用しなかった人を対象とする講習会の受講者数が前年の55人から83人に増加
し、ウォーキングイベントの参加人数も前年を上回ったため「概ね成果が上がっている」
とした。

《効　率》（費用対効果の検証）
健康増進ルームの利用者のうち、64歳以下で障害者手帳を交付されていない人に施設
の使用料を負担いただいている。
健康増進ルームの管理運営を市民団体に委託し、ウォーキングイベントの企画運営を
市民の実行委員と協働で行っているため、｢効率的である｣とした。

《総合評価や課題》
健康増進ルームの利用者は、民間に委託していた期間(平成26年5月まで)の人数を上
回っている。
ウォーキングイベントの参加者のうち、8割以上の人が今後もウォーキングを継続したい
との意向がある。
事業の効率化については市民と共同で事業を実施しているため、総合評価を｢概ね良
好｣とした。

●  概ね計画どおり進んでいる

ウォーキングイベント参加
者の内、今後ウォーキング
を継続しようと思った人の
割合

（継続しようと思った人数/
ウォーキングイベント参加
者数）×100

年度目標 85％ 85％

実　績 83％ 81.3％

30,800人

実　績 29,639人 28,755人

実　績 96人 １12人

成
果
指
標

健康増進ルームの利用人
数

年間利用人数 年度目標 24,200人

実　績 355日 356日

ウォーキングイベントの参
加人数

参加人数 年度目標 150人 150人

活
動
指
標

健康増進ルームの運営 運営日数 年度目標 355日 355日

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 25,511 25,629
人件費合計 9,161 8,736

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 1.100 1.100

11,227 11,227
小計 19,296 16,350 17,494 16,893 12,777 12,777 12,777

1,465 1,550 1,550 1,550
一般財源 17,091 14,145 15,289 15,428 11,227

0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 2,205 2,205 2,205

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額
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平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 5 - 0 2

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 1 - 1 - 0 3

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
第2次しろい健康プラン(健康増進計画)に基づき、生活習慣の改善(運動の習慣化)、生活習慣病の発症や重症化予防、介護予防として事業を計画
する。

事業コード 健康づくり普及推進事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
第2次しろい健康プラン(健康増進計画)に基づき、生活習慣の改善(運動の習慣化)、生活習慣病の発症や重症化予防、介護予防として事業を計画
し、運動を継続できる環境を整える。
ウォーキングは、市民自らの健康づくりに有効であり、市民の参加意欲も高いことから年１回のウォーキングイベントを、毎月開催のウォーキング
教室にすることで、市民の参加する機会を拡大し、継続して取り組めるよう見直しをする。あわせて、運営を市民団体に委託することで事業の効率
化を図る。

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続 ●  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 健康づくり普及推進事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。 ●

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

健康増進ルームの管理運営を市民団体に委託す
ることで市民参加の促進が図られている。
ウォーキングについては市民の健康づくりに欠くこ
とができない事業であるため、市が実施することは
妥当であると考え、回数を増やし、実施方法を変
更することにより、より多くの市民が取り組めるよう
にしたい。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。  概ね妥当であるが今後見直しが必要
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評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 1 - 1 - 0 3事業コード 健康づくり普及推進事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

●  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●  イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

良好 ● 概ね良好 やや不良 不良
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２　次　評　価



3 1 1 1 - 2 - 0 1

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 1 - 2 - 0 1事業コード 保育園食育推進事業

H28
計画

保育園での食育の実施

H29
計画

保育園での食育の実施

H30
計画

保育園での食育の実施

食事マナーの指導、野菜の作付け及び収穫、季節の野菜を使った献立の実践。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

幼い時期から食を営む力を育むことができる。

H26
実績

保育園での食育の実施

H27
実績

保育園での食育の実施

事業実施の背景
（導入経緯等）

近年、多種多様な食品があふれ豊な食生活を送っている一方、朝食欠食の増加や偏った栄養摂取をはじめ、肥満
症等の生活習慣病の増加及び若年化などが指摘され、健全な食生活をはぐくむ食育の必要性が高まっている。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

※平成２３年度から事業名を「保育園食育推進事業」に変更。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

楽しく食べる体験を通して、子どもの食への関心を育み、食を営む力の基礎を培う。

　対　象
　（誰・何を対象として）

保育所入所児童。

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国

県

市 子どもプラン

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 4 事業 10 事業名 【実】保育園食育推進事業

根拠法令等 食育基本法

予算科目
① 会計 普通 款 3 項 2

一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 ● 直　営 全面委託

実施期間 平成18年度 ～ 終了未定 位置付け

課長 斎藤　厚子

シート作成者 主事補　原田将伍

事務事業名 保育園食育推進事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 保育課

11．健康づくりの推進 班　名 保育班

17 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）食育の推進 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート
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評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 1 - 2 - 0 1

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

平成17年６月、「食育」に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊
かで活力のある社会の実現に寄与すること等を目的として、食育基本法が公布された。
　これを受けて、平成18年３月に「食育推進基本計画」が策定され、その中の食育の総合的な促進に関する事項に、学校、保
育所等における食育の推進が位置付けられた。

事業コード 保育園食育推進事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
　公立３園で計画通り実施できた。
　

《成　果》
　年間目標を達成しており、成果が概ね上がっている。

《効　率》（費用対効果の検証）
　予算の範囲内で「保育所保育指針」における食育計画に基づく事業を実施して
おり効率的である。
　人件費は食育にかかる保育士等人件費であり、削減の余地はないものと考え
る。

《総合評価や課題》
　子どもの食への関心を育むため、食事マナーの指導、野菜の作付け及び収穫、
季節の野菜を使った献立など食育への取り組みが年間保育計画に位置付けられ
実施していることから良好とした。

 概ね計画どおり進んでいる

　献立 年度目標

実　績

3事業

実　績 3事業 3事業

実　績

成
果
指
標

実施事業数 ・食事マナーの指導
・野菜の作付け及び収穫
・季節の野菜を使った

年度目標 3事業

実　績 3園 3園

年度目標

活
動
指
標

食育の推進 実施保育園数 年度目標 3園 3園

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 920 852
人件費合計 833 794

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.100 0.100

52 52
小計 88 87 68 58 52 52 52

0 0 0 0
一般財源 88 87 68 58 52

0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額
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平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 3 - 1 0

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 1 - 2 - 0 1

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
保育園での食育の実施

事業コード 保育園食育推進事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
保育園での食育の実施

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 保育園食育推進事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。 ●

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

保育所保育指針における食育計画に基づく事業で
ある。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。  概ね妥当であるが今後見直しが必要
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評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 1 - 2 - 0 1事業コード 保育園食育推進事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良
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２　次　評　価



3 1 1 1 - 2 - 0 2

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 1 - 2 - 0 2事業コード 歯科保健事業

H28
計画

【2歳児歯科健診】　年12回実施。
【保育園の歯科衛生指導】　年5回実施。歯科相談8回実施。
【児童館歯科保健指導】5児童館実施。
【小学校歯科保健指導】5小学校実施。
【妊婦歯科健診・後期高齢者歯科健診の実施】妊婦100人、後期高齢50人実施
【歯科口腔保健推進ボランティアの育成】10人育成

H29
計画

【2歳児歯科健診】　年12回実施。
【保育園の歯科衛生指導】　年5回実施。歯科相談8回実施。
【児童館歯科保健指導】5児童館実施。
【小学校歯科保健指導】5小学校実施。
【妊婦歯科健診・後期高齢者歯科健診の実施】妊婦100人、後期高齢50人実施
【歯科口腔保健推進ボランティアの育成】10人育成

H30
計画

【2歳児歯科健診】　年12回実施。
【保育園の歯科衛生指導】　年5回実施。歯科相談8回実施。
【児童館歯科保健指導】5児童館実施。
【小学校歯科保健指導】5小学校実施。
【妊婦歯科健診・後期高齢者歯科健診の実施】妊婦100人、後期高齢50人実施
【歯科口腔保健推進ボランティアの育成】10人育成

【2歳児歯科健康診査】　対象者に個人通知し、市歯科医の協力のもとに歯科健診と身体測定を実施する。希望者
にはむし歯の予防処置としてフッ素塗布・保健指導・栄養指導を実施する。
【保育園・児童館・小学校歯科衛生指導】　保育園・児童館・小学校に歯科衛生士が出向き、歯科健康教育・歯みが
き指導・歯科個別相談を行う。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

幼児期及び学齢期のむし歯の早期発見・早期治療につながる。
幼児期及び学齢期の正しい歯口清掃の習慣づけができる。

H26
実績

【2歳児歯科健診】　年12回実施。
【保育園の歯科衛生指導】　年5回実施。歯科相談9回実施、相談数61件。
【児童館歯科保健指導】5児童館、9回実施、参加者114組245人。
【小学校歯科保健指導】3小学校、11回実施、参加者286人。
白井市歯科口腔保健の推進に関する条例の制定、第2次しろい健康プラン（白井市歯科口腔保健計画）の策定開始。

H27
実績

【2歳児歯科健診】　年12回実施。
【保育園の歯科衛生指導】　年5回実施。歯科相談10回実施、相談数62件。
【児童館歯科保健指導】5児童館、10回実施、参加者89組195人。
【小学校歯科保健指導】3小学校、10回実施、参加者421人。
第2次しろい健康プラン（白井市歯科口腔保健計画）の策定。

事業実施の背景
（導入経緯等）

【2歳児歯科健康診査】　「健康日本21」、「健康ちば21」の目標値に、「3歳におけるむし歯のない者の割合の増加、3歳までにフッ素塗布
を受けた者の増加」が設定された。
平成15年度には白井市以外の管内市町村でフッ素塗布を含む2歳児歯科健診を実施しており、市民からも2歳児歯科健診やフッ素塗
布を市で実施して欲しいとの要望が多く寄せられており、白井市でも平成17年度から2歳児歯科健診を実施することになった。
【歯科衛生指導・歯科相談】　保育園・児童館・小学校には歯科衛生士が常駐していないため、市歯科衛生士が施設に出向き、歯科衛
生士指導をして欲しいとの要望があり実施している。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

市の幼児期のむし歯予防対策として、平成10年度から親子歯みがき教室を実施し、平成17年度に以前から実施し
ている1歳6か月児健診、3歳児健診の中間時期で、むし歯が多発する時期の、2歳6か月児を対象に2歳児歯科健診
を実施し、歯科健康診査に加え、希望者に対しフッ素塗布を実施することになった。
※平成23年度から「1111-1-12幼児歯科保健事業」と「3111-1-07口腔保健の推進事業（歯科保健指導）」を統合し、
「歯科保健事業」として実施。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

幼児期及び学齢期のむし歯予防対策と歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。

　対　象
　（誰・何を対象として）

2歳児歯科健康診査：2歳6か月児
保育園歯科衛生指導：市内保育園児
児童館歯科衛生指導：0歳から就学前児とその保護者
小学校歯科衛生指導：市内小学生児童とその保護者

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国 健康日本21、歯科口腔保健の推進に関する法律

県 健康ちば21、千葉県歯・口腔保健計画、千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例、千葉県歯・口腔保健計画

市 しろい子どもプラン、しろい健康プラン

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 3 事業 3 事業名 【実】歯科保健事業

根拠法令等 母子保健法第13条、歯科口腔保健の推進に関する法律第7条

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1

一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 ● 直　営 全面委託

実施期間 平成9年度 ～ 終了未定 位置付け

課長 黒澤 　実

シート作成者 主任歯科衛生士石田典子

事務事業名 歯科保健事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

11．健康づくりの推進 班　名 保健予防班

31 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）食育の推進 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート
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評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 1 - 2 - 0 2

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

歯科口腔保健の推進に関する法律の制定（平成23年8月）
千葉県歯・口腔の健康づくり推進条例の制定（平成22年3月）
白井市歯科口腔保健推進条例制定（平成26年12月19日）
第2次しろい健康プラン（歯科口腔保健推進計画）に基づく取り組みの実施（平成28年4月～）

事業コード 歯科保健事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
（歯科健診）対象者全員に個人通知を行い、目標を掲げた実施回数と実施人数を達成で
きていることから計画どおり進んでいるといえる。
（歯科衛生指導・歯科相談）保育園・児童館・小学校等、市歯科衛生士の巡回指導が必
要と考えられる施設に出動できており、計画どおり進んでいるといえる。
《成　果》
（歯科健診）受診率は若干低下したが、フッ素塗布率は目標を達成しており、成果は上
がっている。
（歯科衛生指導・歯科相談）市歯科衛生士の巡回指導が必要とされる施設に出向き、年
1回以上指導や相談を実施することにより、正しい歯口清掃の習慣づけに繋がっている
ことから、成果が上がってることとした。
《効　率》（費用対効果の検証）
（歯科健診）集団健診で実施していることで、一人の市歯科医師が1回の健診で20人か
ら30人の幼児を診ていることや、むし歯の予防処置として希望者に実施しているフッ素
塗布については自己負担を徴収できていることから、効率的に事業が実施できていると
いえる。
（歯科衛生指導・歯科相談）保育園・児童館・小学校等に市歯科衛生士が出向いて指導
及び相談を行っているため、効率的に事業が実施できているといえる。
人件費としては、市で一人しかいない歯科衛生士が本事業を全て担っていることからこ
れ以上の削減余地はないものと考えます。
《総合評価や課題》
（歯科健診）受診率は若干低下したが、フッ素塗布率は目標を達成しており良好とした。
（歯科衛生指導・歯科相談）保育園・児童館・小学校の施設には歯科衛生士が常駐して
いないため、市歯科衛生士が定期的に施設に出向き指導及び相談を実施することは妥
当であると判断し、良好とした。

 概ね計画どおり進んでいる

3歳までにフッ素塗布を受
けたことのある児の割合

フッ素塗布者数/対象者 年度目標 フッ素塗布経験児76％ フッ素塗布経験児80％

実　績
471人/586人

80％
425人/534人

80％

受診率90％

実　績
527人/586人

90％
444人/534人

83％

実　績 25回 25回

成
果
指
標

2歳児歯科健診の受診率 受診者数/対象者 年度目標 受診率86％

実　績 12回 12回

歯科衛生指導の実施回数 年間の実施回数
目標：保育園3回
　　　　児童館15回
　　　　小学校17回

年度目標 35回 30回

活
動
指
標

2歳児歯科健診実施回数 健診実施回数
目標：年12回

年度目標 12回 12回

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 3,088 2,819
人件費合計 1,832 1,747

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.220 0.220

2,498 2,498
小計 1,288 1,256 1,100 1,072 2,877 2,877 2,877

78 84 84 84
一般財源 1,200 1,162 1,024 994 2,498

295
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 295 295財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 88 94 76

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

管理No．  94

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 5 - 0 3

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 1 - 2 - 0 2

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
平成２８年度からの第２次しろい健康プラン（歯科口腔保健推進計画）のスタートに伴い、歯科口腔保健の推進に関する事業費を１本化し、計画と
の整合性を図る。
（訪問歯科診療事業及び年末年始歯科診療事業の実施内容は平成２７年度と同様とする。）

事業コード 歯科保健事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
※歯科診療事業を統合する。
平成２８年度からの第２次しろい健康プラン（歯科口腔保健推進計画）のスタートに伴い、歯科口腔保健の推進に関する事業費を１本化し、計画と
の整合性を図る。
（訪問歯科診療事業及び年末年始歯科診療事業の実施内容は平成２７年度と同様とする。）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結 ●  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 歯科口腔保健推進事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。 ●

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。 ●

判
断
理
由

未就園児の歯科健診は市町村で行うことが定められてい
る。2歳児歯科健診を市で実施することにより、3歳までに1
年に1回歯科健診を受ける機会を提供し、希望者にはむし
歯予防処置としてフッ素塗布を自己負担200円で実施して
いるため、幼児期の早期発見・早期治療に繋がっている。
また、市歯科衛生士が定期的に保育園・児童館・小学校に
巡回指導を行っていることで、幼児期・学齢期の歯口清掃
の習慣づけにも繋がっていることから、本事業は妥当であ
る。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

管理No．  94

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 1 - 2 - 0 2事業コード 歯科保健事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結 ●  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●  イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

管理No．  94

２　次　評　価



3 1 1 1 - 2 - 0 3

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 1 - 2 - 0 3

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．  95

評価基準日 平成 28 年 5 月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月 20 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）食育の推進 評価責任者

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

11．健康づくりの推進 班　名 健康づくり推進班

課長 黒澤 　実

シート作成者 栄養士　髙山昌代

事務事業名 食からの健康づくり支援事業
実施期間 開始年度不詳 ～ 終了未定 位置付け 重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 ● 直　営 全面委託 一部委託 補助・負担金 その他

根拠法令等 食育基本法第１９条、母子保健法第９条及び第14条、厚生省通達「国民の健康づくり地方推進事業」及び「婦人の健康づくり推進事業」、健康増進法第１７条

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1 目 3 事業 4 事業名 【実】食からの健康づくり支援事業

事業 事業名② 会計 款 項

　関連する
計画

国 健康日本２１、食育推進基本計画

県 健康ちば２１、千葉県食育推進計画

市 しろい子どもプラン、しろい健康プラン　

目

事業実施の背景
（導入経緯等）

・平成9年から育児相談事業において、母子保健法第9条及び第14条に基づき乳児期の栄養指導を行ってきた。
・昭和59年、栄養及び食生活改善を効果的に促進することをもって、市民の健康増進に寄与する為、白井町栄養改
善推進員が設置された。平成10年に名称変更により白井町食生活改善推進員となり現在に至る。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

※平成23年度から「3111-3-01ライフステージに応じた食育推進事業」、「3112-3-03食生活改善推進員事業」、
「3111-3-04９か月からの食育教室事業」を統合し、「食からの健康づくり支援事業」として推進。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

適切な食生活の知識を普及し、健全な食生活の実践を支援するため、各種取り組みを行う。

　対　象
　（誰・何を対象として）

市民

　手　段
　（どのようなやり方で）

・かみかみ教室の開催
・食生活改善推進員の活動の支援
・健康教育・健康相談の実施
・各種媒体による情報提供・啓発の実施

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

・参加者が増加することで、乳児期に望ましい食生活を実践できる保護者が増加する。
・食生活改善推進員が啓発活動を実施し、参加者が多く集まることで適切な食生活の知識を市民へ普及できる。

H26
実績

・「かみかみ教室」の実施開催年１２回２９１組
・食生活改善推進員研修会、各種教室の開催「健康料理教室」7回９３人「男性料理教室」６回８４人「おやこの食育教室」２９組６１人
・保育園での食育支援等
・リーフレットでの食育啓発、広報による健康料理レシピの紹介(年１２回)

H27
実績

・「かみかみ教室」の実施開催年１２回300組
・食生活改善推進員研修会、各種教室の開催「健康料理教室」７回８５名「男性料理教室」６回８０人「おやこの食育教室」２１組45人　　　・、
保育園での食育支援等
・リーフレットでの食育啓発、広報による健康料理レシピの紹介(年１２回)

H28
計画

・「かみかみ教室」の実施開催
・食生活改善推進員研修会、各種教室の開催「健康料理教室」「男性料理教室」「おやこの食育教室」、保育園での食育支援等
・リーフレットでの食育啓発、広報・ＨＰでの野菜料理レシピの紹介(年１２回)

H29
計画

・「かみかみ教室」の実施開催
・食生活改善推進員研修会、各種教室の開催「健康料理教室」「男性料理教室」「おやこの食育教室」、保育園での食育支援等
・リーフレットでの食育啓発、広報・ＨＰでの野菜料理レシピの紹介(年１２回)

H30
計画

・「かみかみ教室」の実施開催
・食生活改善推進員研修会、各種教室の開催「健康料理教室」「男性料理教室」「おやこの食育教室」、保育園での食育支援等
・リーフレットでの食育啓発、広報・ＨＰでの野菜料理レシピの紹介(年１２回)

事業コード 食からの健康づくり支援事業



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 1 - 2 - 0 3

管理No．  95

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算 決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 124 109 118

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0 0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

109 142 0 0
一般財源 2,035 1,613 1,267 1,184 1,261 0 0
小計 2,159 1,722 1,385 1,293 1,403 0 0

従事職員人数 0.850 0.850
人件費 8,328 7,942

人件費合計 7,079 6,751
事業費合計 8,801 8,044
予算事業と

実施計画事業と
の関係

一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

活
動
指
標

かみかみ教室（旧名：9か
月からの食育教室）　実施
回数

実施回数 年度目標 １２回 12回

実　績 １２回 12回

食生活改善推進員　啓発
実施回数

教室やイベントの実施回数 年度目標 25回 25回

実　績 28回 ２８回

成
果
指
標

かみかみ教室参加率 参加者数/対象者数 年度目標 60％ 60％

実　績
参加者数291組÷対象

者数488組＝59.6％
参加者数300組÷対象

者数466組＝64.4％

普及啓発した人数 教室やイベントで普及啓発
した人数

年度目標 1,000人 1000人

実　績 1432人 １０７３人

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
　実施回数は年度目標を達成しており、計画どおりに進んでいると判断した。
　

《成　果》
　普及啓発した人数は目標よりも上回っており、成果があがっていると判断した。

《効　率》（費用対効果の検証）
　教室参加者と啓発人数の実績から効果的であると判断した。
食育関係事務、食生活改善推進員運営事務、依頼事業に関わる事務、及びそれ
ぞれの事前準備、調整に係る人件費であるため、成果を低下させずに人件費を
削減する余地はない。

《総合評価や課題》
　推進員の活動を通して多くの市民に啓発が行えており、市民の健康づくりにつな
がっている。
課題としては、推進員が主体的に活動ができるように研修等を充実させる必要が
ある。

 概ね計画どおり進んでいる

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

平成17年に制定された食育基本法や平成19年度に策定された「授乳・離乳」の支援ガイド」において、子どもの発達段階に応
じた食生活支援の必要性が高まっている。

事業コード 食からの健康づくり支援事業



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

 - 5 - 0 4

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 1 - 2 - 0 3

管理No．  95

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

・乳幼児期の発達段階に応じた適切な支援は子ど
もの健やかな成長発達、保護者の育児不安の軽
減にもつながるため、その機会を提供することは
妥当と考える。
・市民（食生活改善推進員）との協働により事業を
実施することにより、より多くの市民に対して食か
らの健康づくり支援活動を行うことができるため、
妥当と考える。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。 ●

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 食からの健康づくり支援事業

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
・「かみかみ教室」の継続実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
食生活改善推進員研修会、各種教室「健康料理教室」「男性料理教室」「おやこの食育教室」の継続実施、保育園及び幼稚園での食育支援
・「食育推進ボランティア育成事業」「成長期の生活習慣病予防教室」「飲食店や商店街への健康に配慮したメニューの提案」の新規事業を実施

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
・「かみかみ教室」の継続実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
食生活改善推進員研修会、各種教室「健康料理教室」「男性料理教室」「おやこの食育教室」の継続実施、保育園及び幼稚園での食育支援。　　・
「食育推進ボランティア育成事業」「成長期の生活習慣病予防教室」「飲食店や商店街への健康に配慮したメニューの提案」の新規事業を実施

事業コード 食からの健康づくり支援事業



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 1 - 2 - 0 3
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２　次　評　価

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

Ｅ：低い

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

事業コード 食からの健康づくり支援事業



3 1 1 1 - 2 - 0 4

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 1 - 2 - 0 4事業コード 小中学生の栄養指導事業

H28
計画

全小学校全クラスにおいて給食を通した栄養指導を実施

H29
計画

全小学校全クラスにおいて給食を通した栄養指導を実施

H30
計画

全小学校全クラスにおいて給食を通した栄養指導を実施

　栄養指導として各学校に行き、食材の栄養価・栄養素等の基礎知識を教える。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

　現在のところは、各小学校の全クラス児童（自校式の桜台小学校を除く）に食材の基礎知識や食への関心を持た
すための指導ができれば成果となる。

H26
実績

全小学校全クラスにおいて給食を通した栄養指導を実施

H27
実績

全小学校全クラスにおいて給食を通した栄養指導を実施

事業実施の背景
（導入経緯等）

　正しい食習慣を形成し、生活習慣病を予防するため、栄養職員が給食の時間に各学校を回り、食材や栄養の話
などをして給食を食べるよう指導していた。事業開始時期は不明。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

平成２３年度から事業名を「小中学生の栄養指導事業」に変更。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

　小中学校の児童・生徒に正しい食生活の知識・習慣を身につけさせるため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

　各小学校全児童（現在のところは、小学生を中心としている。）

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国

県

市

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 事業 事業名

根拠法令等 なし（食育基本法、学校給食法）

予算科目
① 会計 款 項

一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 ● 直　営 全面委託

実施期間 平成15年度 ～ 終了未定 位置付け

課長 小泉　淳一

シート作成者 宇田川淳子

事務事業名 小中学生の栄養指導事業

教育部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 学校教育課

11．健康づくりの推進 班　名 指導班

30 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）食育の推進 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．  96

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 1 - 2 - 0 4

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

特になし

事業コード 小中学生の栄養指導事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
計画通り小学校の栄養指導を実施した。
　

《成　果》
全学年に給食を通し、健康の大切さや食に関する基礎知識を指導することができ
たため、成果が上がっていると評価した。

《効　率》（費用対効果の検証）
事業者の予算はなく、職員の人件費のみで事業を行っている。
人件費はかかっているが、資料の作成等で、年間０．４人分の人件費は妥当だと
思われるので、効果的であるとした。

《総合評価や課題》
活動、成果ともに、概ね成果が得られると考えるので、概ね良好とした。

 概ね計画どおり進んでいる

年度目標

実　績

100％

実　績 131/131=100％ 130/130＝100％

実　績

成
果
指
標

栄養指導の実施クラス数 実施クラス数／全クラス数
（全中学校を除くすべての
クラス）

年度目標 １００％

実　績 小学校全８校 小学校全8校

年度目標

活
動
指
標

栄養指導の実施学校数 実施学校数 年度目標 小学校全８校 小学校全8校

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
予算なし 予算なし 一　致 一　致 一　致

事業費合計 3,664 3,494
人件費合計 3,664 3,494

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.440 0.440

10 10
小計 0 0 0 0 10 10 10

0 0 0 0
一般財源 0 0 0 0 10

0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額
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平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

B - 1 - 1 1

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 1 - 2 - 0 4

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
食育基本法、学校給食法、白井市食育推進計画に基づき、白井市の児童生徒が健全な食生活を実践するための知識等を養うため、学校給食を
活用した食に関する実践的な指導を行う。年間を通じて各小学校の各教室を訪問し、給食の時間や学級活動の時間で栄養士が指導を行う。

事業コード 小中学生の栄養指導事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
食育基本法、学校給食法、白井市食育推進計画に基づき、白井市の児童生徒が健全な食生活を実践するための知識等を養うため、学校給食を
活用した食に関する実践的な指導を行う。年間を通じて各小学校の各教室を訪問し、給食の時間や学級活動の時間で栄養士が食に関する指導
を行う。（本事業の他に給食センターや桜台小中学校所属の栄養教諭や学校栄養職員が食に関する指導を行う。）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 小中学生の栄養指導事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

市栄養士による専門的な知識を直接指導すること
ができること、また、人件費のみで事業が実施でき
ることから妥当と判断した。⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。  概ね妥当であるが今後見直しが必要
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評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 1 - 2 - 0 4事業コード 小中学生の栄養指導事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

管理No．  96

２　次　評　価



3 1 1 2 - 1 - 0 1

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 1 - 0 1

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．  97

評価基準日 平成 28 年 5 月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月 20 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（１）母子保健の充実 評価責任者

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 母子保健班

課長 黒澤 　実

シート作成者 主任看護師渡辺はるみ

事務事業名 感染症予防事業
実施期間 昭和23年度 ～ 終了未定 位置付け ● 重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託 ● 一部委託 補助・負担金 その他

根拠法令等 予防接種法　　　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1 目 2 事業 3 事業名 【実】感染症予防事業

事業 事業名② 会計 款 項

　関連する
計画

国 健やか親子21　 感染症基本指針　　 新型インフルエンザ対策行動計画

県 千葉県感染症予防計画　　　新型インフルエンザ対策行動計画

市 健康文化　　子どもプラン

目

事業実施の背景
（導入経緯等）

・予防接種法(S23年)及び結核予防法(S26年)に基づき開始
・平成１３年度より、高齢者に対するインフルエンザが第２類疾患として位置付けられ実施している
・新型インフルエンザ等の発生に備え、平成２４年５月に新型インフルエンザ等対策特別措置法が制定され、平成２
５年１２月に感染症法が改正された。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

予防接種法施行令及び結核予防法施行令の改正により実施方法等の見直しを行った。また、新型インフルエンザ対策行動計画（平成２１年１０月）を新型インフルエンザ等対策行動
計画（平成27年3月）として全面的に改定した。　　・平成１７年5月日本脳炎ワクチン接種の積極的勧奨差し控え、7月には日本脳炎第３期（中学生）の廃止となる
・平成１８年４月より麻しん風しん混合予防接種の開始   　　　　・平成２２年１１月より子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業の実施
・平成２３年５月より日本脳炎の特例措置として、見合わせ期間中の不足分が接種可能となる
・平成２５年４月よりヒブ、小児肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチンが定期接種となる　　・平成２５年６月より子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨が見合わせとなる
・平成２６年１０月より水痘ワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種となる
※平成２３年度、「1111-1-11予防接種事業」「3133-1-01高齢者の予防接種事業」「3133-1-02感染症予防事業」を統合し、「感染症予防事業」として事業を実施することとなった

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

・感染症の発生とまん延を予防する
・感染症に関する正しい知識の普及、啓発による健康被害、風評被害の防止
・新型インフルエンザ等の発生時の総合的な対策の実施

　対　象
　（誰・何を対象として）

予防接種法施行令及び結核予防法施行令に基づく対象者
乳幼児：ヒブ、小児用肺炎球菌、BCG、不活化ポリオ、４種混合、３種混合、麻しん風しん混合、日本脳炎、水痘　　　　　小学生：日本脳炎2期（9歳～13歳未満）　二種混合2期（11歳～13歳未満）
高齢者：インフルエンザ（６５歳以上および、６０歳以上６５歳未満で心臓、腎臓、呼吸器に障害のある人・・・厚生労働省の指定する障害の程度）、高齢者肺炎球菌(６５歳および６０歳以上で心臓、腎臓、
呼吸器に障害のある人・・・厚生労働省の指定する障害の程度。ただし平成３０年度までは経過措置として７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳の人を含み、平成２６年度に限り１００歳以
上の人も含む）　　　　感染症対策としては、市民全般

　手　段
　（どのようなやり方で）

・個別接種：ヒブ、小児用肺炎球菌、ＢＣＧ、４種混合、２種混合2期、不活化ポリオ、麻しん風しん混合第１期・２期、日本脳炎、水痘、高齢者インフル
エンザ、高齢者肺炎球菌
・出生時、転入時に予防接種手帳を発行
・広報、ホームページで周知するとともに対象者に個人通知、児童は学校を通じて通知や予診票を配布
・高齢者インフルエンザについては、６５歳以上の人に個別通知をし、１０月～１２月の間に個別接種にて実施
・高齢者肺炎球菌は当該年度の対象者に４月に個別通知し、年度内（４月～翌年３月末まで）個別接種にて実施
・感染症対策として、情報提供や知識の普及、啓発、窓口や電話相談に対応
・新型インフルエンザ等の発生予防及び蔓延防止を図るため、新型インフルエンザ行動計画を策定

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

・予防接種を啓発し、実施率を高めることで、感染症の蔓延を予防することができる
・感染症に対する知識の啓発を深めることで、防疫や風評への不安を抑制し、必然的に社会防疫にも繋がっていく
・新型インフルエンザ等発生時の対策を行うことで、市民の生命及び健康を保護し、生活や経済への影響を最小に
する

H26
実績

（統合した内容で事業を実施した）「感染症予防事業」
・予防接種法に基づき実施　　　　・個別接種主体への移行　　　　 ・日本脳炎の接種もれ者への特例措置実施
・６５歳以上の高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種費用を一部助成。　　　　・実施率乳幼児９６．２％、高齢者ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ５６．７％、高齢者肺炎球菌４４．５％
・１０月から高齢者肺炎球菌ワクチン接種が定期接種となったため、任意接種に対する接種費用助成は２６年度末で終了した。
・研修会等の実施　　　　　・感染症に関する知識の普及・啓発、相談・指導の実施　　　　　・消毒剤や機材の整備　　・新型インフルエンザ行動計画策定

H27
実績

（統合した内容で事業を実施した）「感染症予防事業」
・予防接種法に基づき実施　　　　・個別接種主体での実施　 　　・日本脳炎の接種もれ者への特例措置実施　　　　　 ・Ａ類（乳幼児）の定期接種は、日本脳炎の特例・子宮頸がんを除き実施率95%を確保する目標であっ
たが、MR２期93.3％、４混合94.5％、日本脳炎1期92.5%で達成できなかった。その他は達成でき、平均値は98.4%となった。
・Ｂ類（高齢者）の定期接種は実施率５０％以上を確保する目標であったが、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞでは達成したものの、高齢者肺炎球菌では43.3%となり達成できなかった。
・１月から「予防接種ナビ」を導入した。　　　　・予防接種のホームページを見直し、より分かりやすい内容に修正した。
・3月に医療機関職員対象の説明会を開催し、19医療機関中15医療機関が出席。欠席の医療機関へは出向いて説明を行った。
・感染症に関する知識の普及・啓発、相談・指導の実施　　　　　　　・消毒剤や機材の整備　　・新型インフルエンザ等、感染症に関する国や県の動向についての情報収集。

H28
計画

（統合した内容で事業を実施する）「感染症予防事業」
・予防接種法に基づき、個別接種で実施　 　　　・日本脳炎の接種もれ者への特例措置実施
・Ａ類（乳幼児）の定期接種は、日本脳炎の特例・子宮頸がんを除き実施率95％を確保する　　　　・Ｂ類（高齢者）の定期接種は実施率５０％以上を確保する
・「予防接種ナビ」を継続　　　・医療機関職員対象の説明会を開催する。　　　・感染症に関する知識の普及・啓発、相談・指導の実施
・消毒剤や機材の整備　　　・新型インフルエンザ等、感染症に関する国や県の動向についての情報収集。

H29
計画

（統合した内容で事業を実施する）「感染症予防事業」
・予防接種法に基づき、個別接種で実施　 　　　・日本脳炎の接種もれ者への特例措置実施
・Ａ類（乳幼児）の定期接種は、日本脳炎の特例・子宮頸がんを除き実施率95％を確保する　　　　・Ｂ類（高齢者）の定期接種は実施率５０％以上を確保する
・「予防接種ナビ」を継続　　　・医療機関職員対象の説明会を開催する。　　　・感染症に関する知識の普及・啓発、相談・指導の実施
・消毒剤や機材の整備　　　・新型インフルエンザ等、感染症に関する国や県の動向についての情報収集。

H30
計画

（統合した内容で事業を実施する）「感染症予防事業」
・予防接種法に基づき、個別接種で実施　 　　　・日本脳炎の接種もれ者への特例措置実施
・Ａ類（乳幼児）の定期接種は、日本脳炎の特例・子宮頸がんを除き実施率95％を確保する　　　　・Ｂ類（高齢者）の定期接種は実施率５０％以上を確保する
・「予防接種ナビ」を継続　　　・医療機関職員対象の説明会を開催する。　　　・感染症に関する知識の普及・啓発、相談・指導の実施
・消毒剤や機材の整備　　　・新型インフルエンザ等、感染症に関する国や県の動向についての情報収集。

事業コード 感染症予防事業



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 1 - 0 1

管理No．  97

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算 決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 518 12 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0 0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
一般財源 171,047 139,989 159,760 131,361 144,465 160,000 160,000
小計 171,565 140,001 159,760 131,361 144,465 160,000 160,000

従事職員人数 2.000 2.000
人件費 8,328 7,942

人件費合計 16,656 15,884
事業費合計 156,657 147,245
予算事業と

実施計画事業と
の関係

一　致 一　致 不　一　致 不　一　致 不　一　致

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

活
動
指
標

予防接種手帳発送数
予防接種対象者への通知

６５歳以上の高齢者へイン
フルエンザの予診票個人
通知

予防接種に関する通知発
送数

年度目標
乳幼児：手帳発行700冊、通知4,000通
高齢者：通知13,500通

乳幼児：手帳発行700冊、通知4,000通
高齢者：通知17,000通

実　績

乳幼児：手帳発行526冊
　予診票発行186件
　通知6,536通
高齢者：ｲﾝﾌﾙ通知13,725通
　肺炎球菌3,261通

乳幼児：手帳発行612冊
　予診票発行192件
　通知3,020通
高齢者：ｲﾝﾌﾙ通知1,481通
　肺炎球菌2,996通

医療機関等への研修会の
実施

回数／年 年度目標 １回 １回

実　績 ２回／年 1回／年

成
果
指
標

予防接種実施率
（乳幼児／高齢者）

（接種者数／対象者数 ）×100
※　平成26年度、27年度の実績の対象者
数・接種者数については、接種期間が20歳
未満までに延長されている日本脳炎の特例
と、積極的勧奨差し控え中のため接種者が
いない子宮頸がん予防ワクチンは除外し
た。

年度目標
（乳幼児）95％
（高齢者）53％

（乳幼児）95％
（高齢者）50％

実　績

乳（11,706人/11,963人）×100＝
97.9％　※
高（9,2377人/16,986人）×100＝
54.4％

乳（10672人/10847人）×100＝
98.4％　※
高（9291人/17809人）×100＝
52.2％

予防接種ナビの登録者数

（平成２８年１月から）

年度末の登録者数 年度目標 ー 登録者数５００人

実　績 ー ６０４人

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
　予防接種法に基づく定期予防接種及び感染症対策等の情報提供や知識の普
及、啓発を計画どおり実施した。また、スマートフォン、携帯電話、パソコンに対応
可能な予防接種ナビを導入した。

《成　果》
　予防接種については、ワクチンの種類によって接種率が低めのものがあるもの
の、平均的には目標を達成している。予防接種ナビの導入３か月後の平成27年
度末には3歳未満人口の4割以上の子どもが登録されており、予防接種の啓発に
繋がっている。以上のことから感染症予防事業の成果が概ね上がっていると判断
した。

《効　率》（費用対効果の検証）
　　予防接種については、体調の良い時にかかりつけ医療機関で接種できるよう
個別接種で実施することとしており、効率的であると判断した。

《総合評価や課題》
　予防接種率の目標を達成していることに加え、予防接種ナビによる予防接種ス
ケジュールシステムについては利用者アンケートの結果、95％以上の人が今後も
利用したいと回答していることから、予防接種についての普及啓発に効果的であ
り、今後も継続していくことで、より適切な時期に受ける子どもが増えていくと推測
され、総合的に判断して本事業は良好と判断した。

 概ね計画どおり進んでいる

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

・個別接種が主体となり、予約の必要が無い医療機関や、夜間診療の医療機関が増えたことで選択範囲が広がって受けやすくなってい
る。
・幼児期に日本脳炎予防接種が積極的勧奨見合わせ中だったために未接種となっている者に対して、特例措置が設けられ広報や個別
通知等で周知したが、接種が進まない状況にある。
・子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の見合わせが続いている状況で、接種希望者がいない。
・今後、新しいワクチンの定期化が検討されており、接種する種類がさらに増えていくことで、複数の予防接種が重なり、接種時期につい
ての混乱が起こりやすい。個々に合わせた適切なアドバイスを実施していく必要がある。
新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年５月）の制定
・平成２６年から蚊媒介感染症の国内感染が届け出られるようになった。市民へ予防法等を啓発していくことが必要となっている。

事業コード 感染症予防事業



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

- -

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 1 - 0 1

管理No．  97

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

⑤市民の多くが受益を得る事業である。 ●

判
断
理
由

　予防接種法に基づく定期予防接種及び感染症対
策等の情報提供や知識の普及、啓発を計画どおり
実施しており、成果が概ね上がっている。今後もこ
の事業を実施していくことが妥当であると判断す
る。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。 ●

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。 ●

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名

● 位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
・予防接種法に基づき、定期予防接種を個別接種で実施する。
・予防接種のお知らせの文章やホームページ、広報内容は、より分かりやすい表記につとめる。
・蚊媒介感染症や季節性のインフルエンザ等の感染症についても、適宜広報やホームページでお知らせする。

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
・予防接種法に基づき、定期予防接種を個別接種で実施する。
・予防接種のお知らせの文章やホームページ、広報内容は、より分かりやすい表記となるつとめる。
・蚊媒介感染症や季節性のインフルエンザ等の感染症についても、適宜広報やホームページでお知らせする。

事業コード 感染症予防事業



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 1 - 0 1

管理No．  97

２　次　評　価

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

Ｅ：低い

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

事業コード 感染症予防事業



3 1 1 2 - 1 - 0 2

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 1 - 0 2

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．  98

評価基準日 平成 28 年 5 月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月 20 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（１）母子保健の充実 評価責任者

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 母子保健班

課長 黒澤 　実

シート作成者 主任保健師　篠田亮子

事務事業名 母子保健推進事業
実施期間 平成9年度 ～ 終了未定 位置付け ● 重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託 ● 一部委託 補助・負担金 その他

根拠法令等 母子保健法

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1 目 3 事業 5 事業名 【実】母子保健推進事業

事業 事業名② 会計 款 項

　関連する
計画

国 健やか親子２１

県 次世代育成支援行動計画

市 しろい健康プラン、しろい子どもプラン

目

事業実施の背景
（導入経緯等）

昭和40年に母子保健法が制定され妊産婦・乳幼児の健康増進に寄与するため母子保健対策が進められてきた。
平成6年の法改正により住民に身近な市町村において妊娠・出産・育児などの一貫したサービスの提供を図るという
観点から、平成9年に都道府県から市町村に実施主体が移譲され、新生児訪問・乳幼児健康診査をはじめとする母
子保健事業を実施している。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

県から事業が移譲された後、時代のニーズや変化に応じ事業を見直し展開してきたが平成23年度に、以下の事業
を統合した。
『乳幼児健康診査等事業』、『子育てサークル支援事業』、『新生児訪問事業』、『生(性)に関する意識の啓発事業』、
『妊娠届出書提出時の保健指導』、『妊婦・乳児健康診査事業』、『母子保健推進員活動事業』、『もうすぐパパママク
ラス事業』

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

妊産婦および乳幼児の健康管理、妊娠・出産・育児に関する不安の軽減や仲間づくりを促すため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

妊産婦、新生児及び乳幼児とその保護者

　手　段
　（どのようなやり方で）

妊娠届出書提出時の保健指導、妊婦健診の費用助成、新生児訪問
4か月育児相談、1歳6か月児・3歳児健康診査
マタニティ講座、子育てサークル支援、母子保健推進員活動（生後２．３か月の訪問活動、サロン）
発達相談（個別・集団支援）

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

育児相談・健康診査等の事業などを利用する者が増え、健康管理に役立てたり育児不安の軽減に繋がる。

H26
実績

妊娠届出書提出時の保健指導の実施　457名、新生児訪問での保健指導の実施　257名、妊婦健診費用助成
4か月育児相談　年間24回、受診者413名、1歳6か月児健康診査　年間24回、受診者494名
3歳児健康診査の実施　年間24回、受診者591名　　　　　　マタニティ講座の実施　年間18回、子育て支援サークル・母子保健推進員活動支援
発達相談（個別）　年間74日、利用者132名、発達相談（集団指導）　年間18回、利用者19名
しろい子どもプランに白井市母子保健計画を位置づけた

H27
実績

妊娠届出書提出時の保健指導の実施、新生児訪問での保健指導の実施、妊婦健診費用助成
4か月育児相談　年間24回、1歳6か月児健康診査　年間24回、3歳児健康診査の実施　年間24回
マタニティ講座の実施　年間18回、子育て支援サークル・母子保健推進員活動支援
発達相談（個別）　年間65日、発達相談（集団指導）　年間18回

H28
計画

新生児訪問での保健指導の実施、妊婦健診費用助成
4か月育児相談　年間24回、1歳6か月児健康診査　年間24回、3歳児健康診査の実施　年間24回
子育て支援サークル・母子保健推進員活動支援
発達相談（個別）　年間46日、発達相談（集団指導）　年間15回

H29
計画

新生児訪問での保健指導の実施、妊婦健診費用助成
4か月育児相談　年間24回、1歳6か月児健康診査　年間24回、3歳児健康診査の実施　年間24回
子育て支援サークル・母子保健推進員活動支援
発達相談（個別）　年間46日、発達相談（集団指導）　年間15回

H30
計画

新生児訪問での保健指導の実施、妊婦健診費用助成
4か月育児相談　年間24回、1歳6か月児健康診査　年間24回、3歳児健康診査の実施　年間24回
子育て支援サークル・母子保健推進員活動支援
発達相談（個別）　年間46日、発達相談（集団指導）　年間15回

事業コード 母子保健推進事業



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 1 - 0 2

管理No．  98

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算 決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

財
源
内
訳

国庫支出金 0 32 2,304 2,372

その他 15 4 9

0 0 0
県支出金 486 32 650 33 650 650 650
地方債 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0
一般財源 59,518 49,691 57,708 52,841 53,284 53,284 53,284
小計 60,019 49,759 60,671 55,250 53,934 53,934 53,934

従事職員人数 4.200 4.200
人件費 8,328 7,942

人件費合計 34,978 33,356
事業費合計 84,737 88,606
予算事業と

実施計画事業と
の関係

一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

活
動
指
標

育児相談・健康診査の実
施

実施回数　（目標回数）
4か月育児相談：24回
1歳6か月健康診査：24回
3歳児健康診査：24回

年度目標 ７２回 ７２回

実　績 ７２回 ７２回

年度目標

実　績

成
果
指
標

育児相談・健診受診率 受診者数／対象者
(目標値)
4か月育児相談90％
1歳6ヶ月児健診90%,
3歳児健診90%

年度目標 受診率９０％ 受診率９０％

実　績

4か月育児相談　413/456人＝90.1％
1歳6か月健診　494/504人＝98.0％

3歳児健診　591/611人＝96.7％

4か月育児相談　413/450人＝91.7％
1歳6か月健診　490/514人＝95.3％

3歳児健診　583/610人＝95.6％

年度目標

実　績

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
育児相談・健康診査は、子どもの発育発達の確認や疾病の早期発見、保護者の
育児支援を目的としており、目標回数実施できているため、計画どおり進んでいる
と判断する。
　

《成　果》
育児相談や健康診査から、医療機関や療育相談等の必要な資源につなげ、早期
発見早期治療早期療育に結びつけるなど、必要な支援をすることができている。

《効　率》（費用対効果の検証）
育児相談や健康診査は、年度目標を超える受診率を維持しており、効果的に実
施できていると考える。

《総合評価や課題》
母子保健法に定められた事業であり、育児支援と虐待予防の視点から、受診率
の向上と未受診者対策を並行して行い、全数把握ができているため、良好と判断
する。

 概ね計画どおり進んでいる

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

・核家族化、少子化などにより育児が孤立化しやすく、育児不安を抱えやすい子育て環境となっている。成長発達や家庭環境
に合わせた相談を受けられる機会が必要とされている。
・平成25年度より、未熟児の訪問指導が県より移譲された。

事業コード 母子保健推進事業



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 5 - 0 5

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 1 - 0 2

管理No．  98

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

⑤市民の多くが受益を得る事業である。 ●

判
断
理
由

母子保健法に基づき実施している事業であり、妊
娠期より地域の子育て事情に合わせて継続支援
が必要なため、市が実施していくことは妥当であ
る。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。 ●

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 母子保健推進事業

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●  イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他 ●  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
平成27年度途中から、母子保健推進事業の中の母子健康手帳の交付やマタニティ講座などを子育てスタート応援事業とし、まちひとしごと総合戦
略に位置づけ実施。母子保健推進事業はそれ以外の、妊婦健診、育児相談や健康診査、新生児訪問、母子保健推進員活動等の事業について、
母子保健計画に基づき実施する。

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
母子保健計画に沿って、妊婦健診、育児相談や健康診査、新生児訪問、母子保健推進員活動等の事業を実施。

事業コード 母子保健推進事業



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 1 - 0 2

管理No．  98

２　次　評　価

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●  イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他 ●  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

Ｅ：低い

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

事業コード 母子保健推進事業



3 1 1 2 - 2 - 0 1

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 2 - 0 1

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．  99

評価基準日 平成 28 年 5 月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月 20 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）疾病予防対策の充実 評価責任者

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 社会福祉課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 障害福祉班

課長 岡本　和哉

シート作成者 副主幹日野裕美子

事務事業名 小児慢性特定疾患児生活支援事業
実施期間 平成10年度 ～ 終了未定 位置付け ● 重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 ● 直　営 全面委託 一部委託 補助・負担金 その他

根拠法令等 白井市難病患者等日常生活用具の給付に関する規則

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1 目 2 事業 6 事業名 【実】小児慢性特定疾患児生活支援事業

事業 事業名② 会計 款 項

　関連する
計画

国 難病特別対策推進事業実施要綱

県 千葉県難病患者等居宅生活支援事業補助金交付要綱・千葉県小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金交付要綱

市 白井市難病患者等日常生活用具の給付に関する規則、白井市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業規則、白井市障害者計画

目

事業実施の背景
（導入経緯等）

　介護保険法や身体障害者福祉法などの対象とならない難病患者には、生活の質の向上を図るための制度がない
ことから、平成9年1月に国が在宅難病疾患者に対する支援制度を発足させ、併せて県が難病疾患者等の居宅生活
支援事業を発足させたことを受けて、平成10年4月から難病患者等日常生活用具給付事業を開始した。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

　H15年度　国の制度充実により、給付対象備品を追加。
　平成23年度より小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業を開始する。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

　難病患者・小児慢性特定疾患を持つ子に日常生活用具の給付を行い、日常生活を支援するため

　対　象
　（誰・何を対象として）

　難病患者等で障害者自立支援法、介護保険法、その他の法令等で給付等の対象とならない者、小児慢性特定疾
患で児童福祉法、障害者自立支援法その他の法令等で給付の対象とならない者

　手　段
　（どのようなやり方で）

　特殊寝台等の日常生活用具（小児15品目・難病18品目）の給付。　医師の診断書（児童は医療給付証）を添えて
申請、給付の可否決定後に日常生活用具販売または制作業者に委託し、対象者は市が発行する受給券により利
用者負担額と基準額との差額を負担し用具等の給付を受ける。　　　　　　　　　広報しろい及び市のホームページで
制度の周知、啓発を図る。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

　日常生活用具の給付対象者に給付ができて、日常生活の便宜が図られる。

H26
実績

小児慢性特定疾患児日常生活用具（車いす他３品目）

H27
実績

小児慢性特定疾患児日常生活用具（車いす他３品目）
　※名称変更(千葉県実施要綱：平成27年2月17日施行）
　　　「小児慢性特定疾病児童日常生活支援事業」と改める
　※平成２７年度より、社会福祉課へ事業移管となる。

H28
計画

小児慢性特定疾患児日常生活用具（車いす他３品目）

H29
計画

小児慢性特定疾患児日常生活用具（車いす他３品目）

H30
計画

小児慢性特定疾患児日常生活用具（車いす他３品目）

事業コード 小児慢性特定疾患児生活支援事業



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 2 - 0 1

管理No．  99

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算 決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 0 0 0

0 0 0
県支出金 75 27 75 0 45 75 75
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
一般財源 75 54 75 0 45 75 75
小計 150 81 150 0 90 150 150

従事職員人数 0.010 0.010
人件費 8,328 7,942

人件費合計 83 79
事業費合計 164 79
予算事業と

実施計画事業と
の関係

一　致 一　致 不　一　致 不　一　致 不　一　致

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

活
動
指
標

日常生活用具給付事業の
啓発

毎年発行の保健福祉ガイド
ブック・広報しろいで事業を
周知

年度目標 1回 １回

実　績 １回 １回

年度目標

実　績

成
果
指
標

日常生活用具給付件数 年間の給付件数 年度目標 3品目 ３品目

実　績 1 0

年度目標

実　績

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

 計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
　保健福祉ガイドブック等で制度の周知を図った。
　

《成　果》
給付件数で成果を図ることは難しいが、申請があった場合は、補助要綱に沿って
速やかに処理する必要がある。

《効　率》（費用対効果の検証）
　対象者が必要とする日常生活用具を所得要件や基準に沿って給付する事務で
ある。申請があった場合は、速やかに処理する必要があり、職員人件費について
は、削減することは難しい。

《総合評価や課題》障害者総合支援法や健康保険法その他の法令により給付の
対象とならない小児慢性特定疾患児を対象にした事業であるため、生活の便宜を
図る支援として必要な事業である。

●  概ね計画どおり進んでいる

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

 効率的である

●  概ね効率的である

 あまり効率的でない

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

 良好

●  概ね良好

 やや不良

 不良

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

　家族が看護できない場合、また、一人住まいの患者の場合、病院から出され、自宅でも生活が困難な難病の患者が長期に
わたって療養生活を送れる場所が、国内にはほとんど整備されていない状況にある。
　また、治療によって症状が軽快しても復職や転職、再就職は困難な状況にある。

事業コード 小児慢性特定疾患児生活支援事業



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

- -

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 2 - 0 1

管理No．  99

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

他の法令で給付の対象とならないものへの在宅支
援であり、自宅生活で安心して療養することがで
き、用具に係る経費の家族負担の軽減がはkられ
る。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。 ●

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。 ●

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名

● 位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付は、障がいにあたらないため、障害者総合支援法による日常生活用具の給付ははない。その
ため、自宅で安心して療養をしていく上で必要な事業であることから、県の補助事業を活用し、小児慢性特定疾患児の日常生活を支援するため、
日常生活用具の給付を引き続き実施していく。

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
県の補助事業を活用し、小児慢性特定疾患児の日常生活を支援するため、日常生活用具の給付を行う。

事業コード 小児慢性特定疾患児生活支援事業



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 2 - 0 1

管理No．  99

２　次　評　価

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

良好 ● 概ね良好 やや不良 不良

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

Ｅ：低い

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

事業コード 小児慢性特定疾患児生活支援事業



3 1 1 2 - 2 - 0 2

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 2 - 0 2

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．100

評価基準日 平成 28 年 5 月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月 20 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）疾病予防対策の充実 評価責任者

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 保健予防班

課長 黒澤 　実

シート作成者 保健師　阿部　麻子

事務事業名 健（検）診事業
実施期間 開始年度不詳 ～ 終了未定 位置付け ● 重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託 ● 一部委託 補助・負担金 その他

根拠法令等 健康増進法　　　　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律　

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1 目 2 事業 7 事業名 【実】 健(検)診事業

事業 事業名② 会計 款 項

　関連する
計画

国 がん対策推進基本計画・健康増進法

県 千葉県がん対策推進計画・健康ちば２１・千葉県保健医療計画

市 しろい健康プラン

目

事業実施の背景
（導入経緯等）

結核検診は昭和26年「結核予防法」に基づき、健康診査が義務付けられた。その他の健(検)診については、「老人
保健法」等に基づき実施された。
現在は「健康増進法」、及び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき実施。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

「老人保健法」、及び「がん予防重点教育及びがん検診実施のための指針」に基づき、健(検)診項目及び対象年齢等の見直
しを実施。「老人保健法」の全面改正に伴い、平成20年度からは、基本健診が「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づ
き医療保険者が実施する特定健診と後期高齢者健診に移行した。その他のがん検診は「健康増進法」に引き継がれ実施す
ることとなった。
※平成２３年度から「3122-1-01受診率の向上事業」「3122-2-01各種健（検）診事業」「3122-2-02口腔保健の推進事業（歯
周疾患検診）」を統合し、「健(検)診事業」として事業を実施。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

・生活習慣病の予防や、疾病の早期発見・早期治療を図るため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

市民（検診ごとに対象年齢・性別が異なる。）
※医療保険各法その他の法令に基づく事業のうち、医療等以外の保健事業に相当する保健サービス（市の検診に相当するサービス）
を受けた場合、または受けることができる場合を除く。
※Ｈ20年度の医療制度改革により、市民が対象だった基本健康診査は廃止された。

　手　段
　（どのようなやり方で）

検診事業者に委託し、各種健(検)診を実施する。
・胃がん検診・大腸がん検診・子宮頸がん検診・乳がん検診・肺がん検診・結核検診・肝炎検査・骨粗しょう症検診
(H22年度まで)、がん検診推進事業(子宮頸がん・乳がん・大腸がん)
・医療保険未加入者への健康診査、後期高齢者健診、歯周疾患検診

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

検診を受診することで、がんなどの疾病の早期発見・早期治療につなげることができる。

H26
実績

（※受診率の向上事業と歯周疾患検診事業を本事業に統合した内容で事業を実施。）
各種集団健（検）診の実施72回（胃・大腸：20回、子宮：10回、乳：10回（子宮・乳はこのうち6回を同時開催とし、がん検診推進事業の子宮・乳について
も併せて実施）、肺・結核・医療保険未加入者への健康診査・後期高齢者健診：28回、がん検診推進事業・大腸がん検診：4回）
各種健(検)診の受診者数（胃：3872人、大腸：5630人、子宮：1750人、乳：2229人、肺がん6601人、肝炎ウィルス検診374人、医療保険未加入者への
健康診査：3人、後期高齢者健診：1259人、歯周疾患検診：108人）

H27
実績

（※受診率の向上事業と歯周疾患検診事業を本事業に統合した内容で事業を実施。）
各種集団健（検）診の実施72回（胃・大腸：20回、子宮：10回、乳：10回、肺・結核・医療保険未加入者への健康診査・後期高齢者健診：28回、がん検
診推進事業：大腸がん検診：4回）
各種健(検)診の受診者見込数（胃：3837人、大腸：5993人、子宮：1913人、乳：2290人、肺がん6794人、肝炎ウィルス検診403人、医療保険未加入者
への健康診査：7人、後期高齢者健診：1400人、歯周疾患検診：114人）

H28
計画

（※受診率の向上事業と歯周疾患検診事業を本事業に統合した内容で事業を実施。）
各種集団健（検）診の実施72回（胃・大腸：20回、子宮：10回、乳：10回、肺・結核・医療保険未加入者への健康診査・後期高齢者健診：28回、がん検
診推進事業：大腸がん検診：4回）
各種健(検)診の受診者見込数（胃：4200人、大腸：6200人、子宮：2345人、乳：2540人、肺がん6900人、肝炎ウィルス検診420人、医療保険未加入者
への健康診査：7人、後期高齢者健診：1400人、歯周疾患検診：120人）

H29
計画

（※受診率の向上事業と歯周疾患検診事業を本事業に統合した内容で事業を実施。）
各種集団健（検）診の実施72回（胃・大腸：20回、子宮：10回、乳：10回、肺・結核・医療保険未加入者への健康診査・後期高齢者健診：28回、がん検
診推進事業：大腸がん検診：4回）
各種健(検)診の受診者見込数（胃：4200人、大腸：6200人、子宮：2345人、乳：2540人、肺がん6900人、肝炎ウィルス検診420人、医療保険未加入者
への健康診査：7人、後期高齢者健診：1400人、歯周疾患検診：120人）

H30
計画

（※受診率の向上事業と歯周疾患検診事業を本事業に統合した内容で事業を実施。）
各種集団健（検）診の実施72回（胃・大腸：20回、子宮：10回、乳：10回、肺・結核・医療保険未加入者への健康診査・後期高齢者健診：28回、がん検
診推進事業：大腸がん検診：4回）
各種健(検)診の受診者見込数（胃：4200人、大腸：6200人、子宮：2345人、乳：2540人、肺がん6900人、肝炎ウィルス検診420人、医療保険未加入者
への健康診査：7人、後期高齢者健診：1400人、歯周疾患検診：120人）

事業コード 健（検）診事業



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 2 - 0 2

管理No．100

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算 決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

財
源
内
訳

国庫支出金 1,903 1,344 1,675 709

その他 7,235 7,125 7,377

1,154 1,154 1,154
県支出金 670 633 940 920 831 831 831
地方債 0 0 0 0 0 0 0

7,363 7,363 7,363 7,363
一般財源 52,684 53,234 51,656 51,446 54,361 54,361 54,361
小計 62,492 62,336 61,648 60,438 63,709 63,709 63,709

従事職員人数 2.000 2.750
人件費 8,328 7,942

人件費合計 16,656 21,841
事業費合計 78,992 82,279
予算事業と

実施計画事業と
の関係

一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

活
動
指
標

各種健(検)診総実施回数
（集団検診）

各種健(検)診【胃・大腸・子
宮・乳・肺がん・結核・肝炎
ウィルス検査・医療保険未
加入者への健康診査・後
期高齢者健診・歯周疾患
検診 がん検診推進事業】

年度目標 72回 72回

実　績 72回 72回

年度目標

実　績

成
果
指
標

受診率
①大腸がん検診
②乳がん検診（40歳以上）

①大腸がん検診受診者数／推
計対象者数
②[【（前年度の受診者数+当該
年度の受診者数）－前年度及び
当該年度における2年間の連続
受診者数】／当該年度の対象

年度目標 40％ 40％

実　績
①5630人÷15326人＝37％
②[【（1809人＋1960人）-14人】
　　÷9915]×100＝38％

①5,993人÷15,326人＝39％
②〔【（1,960人＋1,991人）－59人】
　÷9,915人]×100＝39％

精密検査受診率
①大腸がん検診
②乳がん検診（40歳以上）

①大腸がん精密検診受診者
数／大腸がん精密検査者
②乳がん精密検診受診者数
／乳がん精密検査者

年度目標 80％ 80％

実　績
①83％
②73％

①87％
②88％

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
各種健(検)診毎に受診者の利便性を考慮し、土日開催や同時開催を実施。実施
回数については計画通り実施できた。

《成　果》
大腸がん検診・乳がん検診ともに国の補助事業であるがん検診推進事業で、無
料で受けられるクーポン券や検診手帳の配布により、検診の周知啓発を行ってい
ることで、受診者数は増加している。受診率は、大腸がん検診・乳がん検診ともに
伸びた。メディアの影響も一因としてある。
精密検査受診率は受診勧奨強化月間（1～3月）を設けて、時間数をかけたことに
より大腸がん検診・乳がん検診ともに上昇した。

《効　率》（費用対効果の検証）
受診者の利便性を高めるため、土日開催や検診の同日開催、乳がん・子宮頸が
ん・歯周疾患検診で医療機関での個別検診を実施。集団検診と個別検診の委託
料を考慮し、受診者の自己負担は個別検診を高く設定している。人件費について
は検診機関との調整や、精密検査未受診者への個別対応にあたるため削減は
難しい。

《総合評価や課題》
成果指標については概ね達成できているが、検診の精密検査受診率維持のた
め、継続した受診勧奨が必要である。

 概ね計画どおり進んでいる

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

 効率的である

●  概ね効率的である

 あまり効率的でない

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

 良好

●  概ね良好

 やや不良

 不良

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

H20年度の医療制度改革において、基本健診は医療保険者による特定健診（40～74歳の国保加入者）、後期高齢者健診（75
歳以上の者等）へ移行した。これに加えて、がん検診等は健康増進法に基づく健康増進事業に位置づけられた。
さらにがん検診については、H19.4.1にがん対策基本法が施行され、がん予防の一層の取組みが必要とされるとともに、H24年
度の目標受診率が50％とされた。

事業コード 健（検）診事業



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 5 - 0 6

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 2 - 0 2

管理No．100

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。  概ね妥当であるが今後見直しが必要

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

⑤市民の多くが受益を得る事業である。 ●

判
断
理
由

検診を居住地の近くで、安価で、受診しやすい環
境を整備することで、多くの市民が受診でき、個々
の生活習慣病の予防や、疾病の早期発見・早期
治療につながることができる事業であることから妥
当だと判断した。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 健(検)診事業

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
近年の死亡率・罹患率の上昇を考慮し、早期発見早期治療により前立腺がんによる死亡率を減少させるための対策が必要であると考えられるこ
とから、平成29年度以降の前立腺がん検診実施に向けた準備、医療機関との調整を行う。

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
近年の死亡率・罹患率の上昇を考慮し、早期発見早期治療により前立腺がんによる死亡率を減少させるための対策が必要であると考えられるこ
とから、平成29年度以降の前立腺がん検診実施に向けた準備、医療機関との調整を行う。

事業コード 健（検）診事業



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 2 - 0 2

管理No．100

２　次　評　価

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

良好 ● 概ね良好 やや不良 不良

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

Ｅ：低い

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

事業コード 健（検）診事業



3 1 1 2 - 2 - 0 3

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 2 - 0 3

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．101

評価基準日 平成 28 年 5 月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月 31 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）疾病予防対策の充実 評価責任者

教育部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 学校教育課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 指導班

課長 小泉　淳一

シート作成者 岩﨑　順子

事務事業名 学校保健推進事業
実施期間 開始年度不詳 ～ 終了未定 位置付け ● 重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 ● 全面委託 一部委託 ● 補助・負担金 その他

根拠法令等 学校保健安全法

予算科目
① 会計 普通 款 9 項 1 目 3 事業 9 事業名 【実】学校保健推進事業

事業 事業名② 会計 款 項

　関連する
計画

国

県

市

目

事業実施の背景
（導入経緯等）

　学校保健安全法の規定により、児童・生徒及び教職員の健康保持増進と疾病予防のため、健康診断を実施す
る。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

　平成４年度から小児生活習慣病検査を実施した。
　平成２２年度から小児生活習慣病の対象者を「小５から中３」までを「小５と中１」だけとし、
また、業者選定に当たっては入札を行い安価な額を提示した者と契約を締結した。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

　児童・生徒及び教職員の健康の保持増進と疾病予防のため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

　児童・生徒及び教職員

　手　段
　（どのようなやり方で）

　児童・生徒及び教職員の健康診断（小児生活習慣病予防検診含む）の実施及び健康等についての啓発事業等の
推進。
　・業者に委託して健康診断を実施。
　・学校保健会に補助金を支出することにより、保健会が行っている事業を通じて啓発を行っている。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

　児童・生徒及び教職員の健康の保持増進を図り、学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資する。
　・身近な成果としては、全員が健康診断を受診することにより、疾病予防等に繋がる。
　・保健だよりを発行することで幅広く啓発できる。

H26
実績

健康診断の実施
学校保健会だよりの発行

H27
実績

健康診断の実施
学校保健会だよりの発行

H28
計画

健康診断の実施
学校保健会だよりの発行

H29
計画

健康診断の実施
学校保健会だよりの発行

H30
計画

健康診断の実施
学校保健会だよりの発行

事業コード 学校保健推進事業



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 2 - 0 3

管理No．101

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算 決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 2,623 2,625 2,710

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0 0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

2,700 2,766 2,766 2,766
一般財源 21,232 19,921 23,414 20,646 24,962 24,962 24,962
小計 23,855 22,546 26,124 23,346 27,728 27,728 27,728

従事職員人数 1.250 1.250
人件費 8,328 7,942

人件費合計 10,410 9,928
事業費合計 32,956 33,274
予算事業と

実施計画事業と
の関係

一　致 一　致 不　一　致 不　一　致 不　一　致

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

活
動
指
標

健康診断の実施 検査項目
・児童生徒
・教職員

年度目標
・児童生徒(６項目）

・教職員(９項目)
・児童生徒(６項目）

・教職員(９項目)

実　績
・児童生徒(６項目）

・教職員(９項目)
・児童生徒(６項目）

・教職員(９項目)

学校保健会だよりの発行 発行回数 年度目標 ３回 ２回

実　績 ３回 ２回

成
果
指
標

健康診断の実施率
・児童生徒
・教職員

実施者数／実施対象者数 年度目標 100% 100%

実　績

（児・生）5910/5969人
99.0%

（職）325/382人
85.1%

（児・生）6037/6135人
98.0%

（職）326/358人
91.1%

学校保健会だよりの発行 発行部数 年度目標 １６，３００部 １０，８６６部

実　績
１６，９６９部

（３回）
11，606部

（２回）

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
　健康診断は、児童生徒に対する生活習慣病検査を含め、実施した。
児童生徒及び教職員の疾病異常の早期発見・早期治療のために、全校で実施し
た。

　

《成　果》
　
児童生徒は、９８．０％、教職員は、９１．１％である。

《効　率》（費用対効果の検証）
　事業としては、健康診断を実施するにあたり専門機関にかかるものが主である。
その他には、学校保健啓発事業費を支出しており、成果は得られているので妥当
である。
　人件費としては、年間で１．２５かかっているが、現状の成果を得るためには、学
校保健は全国的に行っている事業であること、また市学校保健会事務局として係
る事業量は多大なため、削減の余地がないと考える。

《総合評価や課題》
児童生徒の保護者や教職員自身が、健康状態を把握することができるためるた
め、良好な事業と判断する。学校保健会だよりを年2回発行していることで、学校
保健活動への関心や健康分野における意識の高揚を図ることができた。

 概ね計画どおり進んでいる

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

特になし

事業コード 学校保健推進事業



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

- -

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 2 - 0 3

管理No．101

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

学校保健安全法の規定に基づき、児童生徒、教職
員の疾病予防及び健康の保持増進のための健康
診断は欠かせない事業である。⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名

● 位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
　児童生徒及び教職員の健康診断を実施し、健康の保持増進に努めていく。また、学校保健関係者の相互理解や協力のもと、学校保健会だより
を発行し、学校保健の実践活動を促していく。

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
　平成28年度に実施した児童生徒及び教職員の健康診断を見直し、健康の保持増進を進めていくことできるよう改善していく。また、学校保健関
係者の相互理解や協力のもと、学校保健会だよりの内容を充実させていく。

事業コード 学校保健推進事業



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 2 - 0 3

管理No．101

２　次　評　価

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

Ｅ：低い

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

事業コード 学校保健推進事業



3 1 1 2 - 2 - 0 4

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 2 - 0 4事業コード 特定健康診査事業

H28
計画

特定健康診査の実施

・対象者数：12,200人（見込）
・受診者数：5,490人（見込）　　※受診率：45.0%（見込）

H29
計画

特定健康診査の実施

・対象者数：12,951人
・受診者数：7,771人　　※受診率：60%（特定健康診査等実施計画における当該年度数値）

H30
計画

特定健康診査の実施

※次期特定健康診査等実施計画策定予定

健康課で実施する集団健診（７月から１１月）と合わせて特定健康診査（診察、肝機能検査及び腎機能検査等）を行
う。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

対象となる市民の多くが受診し、自分の健康状態を把握することで、生活習慣病の予防につなげる。

H26
実績

特定健康診査の実施

・対象者数：11,029人
・受診者数：4,965人　　　※受診率：41.8％

H27
実績

特定健康診査の実施（数値については、速報値）

・対象者数：12,800人
・受診者数：5,195人　　　※受診率：40.6%

事業実施の背景
（導入経緯等）

高齢者の医療の確保に関する法律により、平成20年度から医療保険者（市）に実施が義務付けられたことから、市
特定健康診査等実施計画に基づき、４０歳以上７５歳未満の国民健康保険被保険者を対象に、生活習慣病予防に
着目した健康診査を実施することとなった。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

高齢者の医療の確保に関する法律第１９条により、５年ごとに、５年を一期として、特定健康診査等実施計画を定め
ることとされているため、平成２５年度を初年度とする第２期計画を策定した。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

国民健康保険被保険者の健康の向上を図り、かつ、医療費の抑制に資するため。
（第２期特定健康診査等実施計画において平成29年度までの目標受診率を60％とした。）

　対　象
　（誰・何を対象として）

４０歳から７４歳までの国民健康保険被保険者

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国

県

市 第２期白井市国民健康保険特定健康診査等実施計画

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 1 事業 1 事業名 【実】特定健康診査事業

根拠法令等 高齢者の医療の確保に関する法律

予算科目
① 会計 特別 款 8 項 1

● 一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託

実施期間 平成20年度 ～ 終了未定 位置付け ●

課長 眞仲　祥道

シート作成者 主査　萩原　靖殖

事務事業名 特定健康診査事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 保険年金課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 保険年金班

31 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）疾病予防対策の充実 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．102

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 2 - 0 4

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

受診率の向上が求められている。

事業コード 特定健康診査事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

 良好

●  概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
　活動指標による年間実施目標のとおり事業を実施したため、計画通り進んでい
ると評価した。

《成　果》
　現時点では、前年度から受診率は低下しているが、速報値であり、例年確定段
階では、受診率は、速報値より増加する傾向であること、成果指標の目標に対す
る実績数値の割合（40.6/53.0）が78.9％であったことなどから、概ね成果が上がっ
ていると評価した。

《効　率》（費用対効果の検証）
　人件費合計額が低下しており、受診者一人当たりの実施経費についても下がっ
ているため、良好であると評価した。
（Ｈ26：34,014千円/4,904人＝6.395千円、Ｈ27：31,431千円/5,195人＝6.050千円）

《総合評価や課題》
　活動の達成度、成果及び効率の各項目の結果に基づき、概ね良好であると評
価した。
　今後も受診率の向上に努める必要がある。

 概ね計画どおり進んでいる

年度目標

実　績

53％

実　績
4,904人/11,029人＝

45.0%
5,195人/12,800人＝

40.6%（速報値）

実　績

成
果
指
標

受診率 （受診者数/対象人数）×
100
・目標値は特定健診実施
計画に基づき設定

年度目標 49％

実　績 年２８日間 年２８日間

年度目標

活
動
指
標

健康診査の実施 実施日数 年度目標 年２８日間 年間２８日

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 34,014 31,431
人件費合計 2,915 2,780

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.350 0.350

0 0
小計 36,845 31,099 34,301 28,651 33,220 18,234 18,234

0 0 0 0
一般財源 20,067 14,030 16,421 9,633 14,986

9,117
地方債 0 0 0 0 0 0 0

9,117 9,117 9,117
県支出金 8,389 8,727 8,940 9,412 9,117 9,117財

源
内
訳

国庫支出金 8,389 8,342 8,940 9,606

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

管理No．102

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 5 - 0 7

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 2 - 0 4

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
　第２期白井市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、継続して実施。
健診会場：市内出先施設５箇所（保健福祉、西白井複合、冨士、公民及び桜台の各センター）
実施方法：外部委託による集団健診
実施時期：６月から１１月まで（健康課による他の健診と併せて実施）

事業コード 特定健康診査事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
　第２期白井市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、継続して実施。
健診会場：市内出先施設５箇所（保健福祉、西白井複合、冨士、公民及び桜台の各センター）
実施方法：外部委託による集団健診
実施時期：６月から１１月まで（健康課による他の健診と併せて実施）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 特定健康診査事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

　「高齢者の医療の確保に関する法律」により、健
診の実施が保険者に義務付けられており、被保険
者の健康の向上に資するため、今後も市が実施す
るものである。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

管理No．102

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 2 - 0 4事業コード 特定健康診査事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

良好 ● 概ね良好 やや不良 不良

管理No．102

２　次　評　価



3 1 1 2 - 2 - 0 5

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 2 - 0 5事業コード 特定保健指導事業

H28
計画

・特定保健指導の案内通知および参加勧奨
・メタボリックシンドロームの該当者（積極的支援）もしくは予備群（動機づけ支援）となった人に保健指導を実施
　目標保健指導初回面接参加率　65％
・6ヶ月後に保健指導参加者への評価を実施

H29
計画

・特定保健指導の案内通知および参加勧奨
・メタボリックシンドロームの該当者（積極的支援）もしくは予備群（動機づけ支援）となった人に保健指導を実施
　目標保健指導初回面接参加率　70％
・6ヶ月後に保健指導参加者への評価を実施

H30
計画

・特定保健指導の案内通知および参加勧奨
・メタボリックシンドロームの該当者（積極的支援）もしくは予備群（動機づけ支援）となった人に保健指導を実施
　目標保健指導初回面接参加率　75％
・6ヶ月後に保健指導参加者への評価を実施

保健師や管理栄養士が面接・電話・メール等の方法により、保健指導や情報提供を行う。
・特定健診会場で、特定保健指導基準の一部に該当した受診者に保健指導を実施
・特定健診結果返却後、集団教室または個別面談にて対面での保健指導を実施
・特定健診結果返却後に、一度も対面での保健指導を実施していない人に追加勧奨事業もしくは訪問での保健指
導を実施

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

メタボリックシンドローム予備群・該当者の人数が減少する。

H26
実績

・特定保健指導の案内通知および参加勧奨
・メタボリックシンドロームの該当者（積極的支援）もしくは予備群（動機づけ支援）となった人に保健指導を実施
　保健指導実施者数　407人　保健指導初回面接参加率66.9％
・6ヶ月後に保健指導参加者への評価を実施

H27
実績

・特定保健指導の案内通知および参加勧奨
・メタボリックシンドロームの該当者（積極的支援）もしくは予備群（動機づけ支援）となった人に保健指導を実施
　保健指導実施者数411人　保健指導初回面接参加率81.5％
・6ヶ月後に保健指導参加者への評価を実施

事業実施の背景
（導入経緯等）

近年、内臓脂肪型肥満に高血糖や高血圧などの状態が重複したメタボリックシンドロームに起因する生活習慣病が
増加している。メタボリックシンドロームは虚血性心疾患や脳血管疾患などの発症リスクを高めるため、医療費増加
の要因となっている。このような状況から老人保健法を全面改正した高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、
平成20年度から保険者が主体となりメタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導を実施することと
された。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

特定健康診査等実施計画の策定：第１期（平成２０年～２４年）、第２期（平成２５年～２９年）。
特定保健指導実施率向上のため、平成25年度より特定健診会場での保健指導を開始

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

白井市国民健康保険加入者が生活習慣病の要因となっている生活習慣を認識し、生活改善と自己管理を行うこと
で、健康的な生活を維持できるようにするため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

40歳～74歳の白井市国民健康保険加入者で、特定保健指導の基準に該当した人のうち、生活習慣の改善が必要
な人

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国 高齢者の医療の確保に関する法律、健康日本２１

県 健康ちば２１、医療費適正化計画

市 白井市国民健康保険特定健康診査等実施計画、しろい健康プラン

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 1 事業 2 事業名 【実】特定保健指導事業

根拠法令等 高齢者の医療の確保に関する法律

予算科目
① 会計 特別 款 8 項 1

● 一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託

実施期間 平成20年度 ～ 終了未定 位置付け ●

課長 黒澤 　実

シート作成者 保健師　金村　友希

事務事業名 特定保健指導事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 保健予防班

20 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）疾病予防対策の充実 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．103

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 2 - 0 5

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

本事業は、「高齢者の医療の確保に関する法律」により位置づけられている。平成23年4月に国において特定健診・保健指導
の中間評価が公表され、今後の特定健診の制度のあり方や項目等について検討会で議論が開始されることとなった。市では
市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき、実施率の向上に努めているが、事業内容としては実施率に偏った評価
とせず、質の高い保健指導の実施、市民ニーズにそった保健指導となるように検討していく。

事業コード 特定保健指導事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
特定保健指導初回面接参加率は年々向上しており、また、平成27年度において
は、新たに地区担当制での個別面接を導入し大幅に向上した。目標値を上回って
いるため計画どおり進んでいると判断できる。
　
《成　果》
メタボリックシンドローム該当者・予備群者の割合の目標値22％に対して、実績は
24.9％で目標値には達していないが、平成26年度との比較では微減している。そ
のため、概ね成果が上がっていると判断できる。特定保健指導初回面接参加率
及び実施率を向上させ、メタボリックシンドローム該当者・予備群者を増加させな
い取り組みが必要である。
　
《効　率》（費用対効果の検証）
事業費は増加しているが、特定保健指導初回面接参加率が向上しており、対象
者1人当たりの事業費は低下しているため、生活習慣病予防のための取り組みと
して効率的であると判断できる。

《総合評価や課題》
特定保健指導初回面接参加率が向上しており、また、メタボリックシンドローム該
当者・予備群者の割合も平成26年度と比較し微減しているため、生活習慣病予防
の取り組みとして総合評価は良好だと判断できる。今後も対象者自身が課題を認
識できるように導き、行動変容することで健康的な生活を送れるよう支援を強化し
ていく必要がある。そのために、対象者に特定保健指導を活用してもらえるような
体制づくりが必要だと考える。

 概ね計画どおり進んでいる

年度目標

実　績

22％

実　績
1256人/4928人＝

25.5％
1175人/4710人＝

24.9％

実　績

成
果
指
標

メタボリックシンドローム該
当者・予備群者の割合

メタボリックシンドローム該
当者・予備群者数／特定
健診受診者数×100

年度目標 22％

実　績
407人/608人＝

66.9％
411人/504人＝

81.5％

年度目標

活
動
指
標

特定保健指導
初回面接参加率

初回面接参加人数／対象
人数×100

年度目標 55％ 60％

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 18,588 21,088
人件費合計 17,489 19,855

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 2.100 2.500

484 484
小計 1,289 1,099 1,386 1,233 1,452 1,452 1,452

0 0 0 0
一般財源 431 367 462 411 484

484
地方債 0 0 0 0 0 0 0

484 484 484
県支出金 429 366 462 411 484 484財

源
内
訳

国庫支出金 429 366 462 411

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

管理No．103

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 5 - 0 8

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 2 - 0 5

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
40歳以上の白井市国民健康保険加入者で、特定健康診査の結果が一定の要件に該当し、生活習慣の改善が必要な人に対して、集団支援や個
別支援を行い、対象者自らが生活習慣における課題を認識し、生活習慣改善に向けて自己管理ができるように保健師及び管理栄養士等が情報
提供や助言を行う。

事業コード 特定保健指導事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
40歳以上の白井市国民健康保険加入者で、特定健康診査の結果が一定の要件に該当し、生活習慣の改善が必要な人に対して、集団支援や個
別支援を行い、対象者自らが生活習慣における課題を認識し、生活習慣改善に向けて自己管理ができるように保健師及び管理栄養士等が情報
提供や助言を行う。

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 特定保健指導事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき生活
習慣病予防に取り組むことにより、市民の健康的
な生活の質の維持・向上につながることから、妥当
な事業だと判断した。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

管理No．103

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 2 - 0 5事業コード 特定保健指導事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

管理No．103

２　次　評　価



3 1 1 2 - 2 - 0 6

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 2 - 0 6事業コード 人間ドック等受検費用助成事業

H28
計画

人間ドック・脳ドックの受検費用助成
・人間ドック３１０件、脳ドック１２０件
・助成金額８，６００，０００円

H29
計画

人間ドック・脳ドックの受検費用助成

H30
計画

人間ドック・脳ドックの受検費用助成

申請者に対して人間ドック及び脳ドックの受検費用の一部を助成する。
助成額は人間ドック・脳ドックそれぞれ検査費用の２分の１とし、２０，０００円を限度額とする。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

人間ドック・脳ドック受検者を増やすことにより疾病の早期発見・早期治療につなげるとともに、疾病に対する予防意
識を高め、将来的に医療費の抑制を図る。

H26
実績

人間ドック・脳ドックの受検費用助成
・人間ドック２８６件、脳ドック１１７件
・助成金額７，２５２，９００円

H27
実績

人間ドック・脳ドックの受検費用助成
・人間ドック３５５件、脳ドック１１０件
・助成金額８，８４４，０００円

事業実施の背景
（導入経緯等）

国民健康保険被保険者は、中高年齢者が多く、１人当たりの医療費が高い状況であるため、人間ドック及び脳ドック
の受検費用を助成し、疾病の早期発見・早期治療に役立て、将来的に医療費の抑制を図る。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

平成12年度から脳ドックの受検費用の助成を実施していたが、平成22年度の２次評価において、平成24年度の方
向性を見直しのうえで継続（拡充し、及び効率化する）とされたことから、新たに人間ドックの受検費用を助成すると
ともに、脳ドックの助成を毎年から隔年（2年度に1回）とし、併せて事業事業名を人間ドック等受検費用助成事業とし
た。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

人間ドック及び脳ドックの受検費用を助成することにより、疾病の早期発見・早期治療に役立てる。

　対　象
　（誰・何を対象として）

国民健康保険加入者で以下のすべての要件を満たす者。
（１）満４０歳から７４歳までの者。　（２）１年以上継続して被保険者である者。
（３）国民健康保険税を納期到来分まで完納している世帯に属している者。
（４）前年度に脳ドック受検費用の助成を受けていない者。（脳ドックに限る。）

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国

県

市

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 1 事業 1 事業名 【実】人間ドック等受検費用助成事業

根拠法令等 白井市国民健康保健人間ドック等助成金交付要綱

予算科目
① 会計 特別 款 8 項 2

一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 ● 直　営 全面委託

実施期間 平成12年度 ～ 終了未定 位置付け ●

課長 眞仲　祥道

シート作成者 主査　萩原　靖殖

事務事業名 人間ドック等受検費用助成事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 保険年金課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 保険年金班

31 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（２）疾病予防対策の充実 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．104

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 2 - 0 6

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

・人間ドックは、特定健康診査を受診したこととみなされることから、特定健康診査受診率向上に繋がっている。
（窓口に寄せられる意見）
・後期高齢者被保険者（75歳以上）について、人間ドック及び脳ドックの助成を実施して欲しい。
　経費　助成額の９０％（Ｈ26）が補助金（国庫補助）で賄われ残りを市が負担する。
　　　　　※助成率については、今後減率される予定。（制度を活用する団体が増えると減率される。）

事業コード 人間ドック等受検費用助成事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
　活動指標の目標を上回る実績であったため、計画どおり進んでいると評価した。

《成　果》
　成果指標の目標を脳ドックでは下回ったが、人間ドック件数及び総件数では上
回ったため、成果が上がっていると評価した。

《効　率》（費用対効果の検証）
　人件費合計の減少に対し、事業費は増加しているため、効率的であると評価し
た。

《総合評価や課題》
　ドック受診は、市で実施している健診項目を、より深く広くフォローしており、疾病
の早期発見・早期治療の位置役を担っており、健康に対する意識の高揚にもつな
がることから良好であると評価した。
　健診における検査項目の充実が必要である。

 概ね計画どおり進んでいる

年度目標

実　績

人間264件、脳168件

実　績
369件（人間298件、脳
114件　※重複有り）

465件（人間355件、脳
110件　※重複有り）

実　績

成
果
指
標

助成件数 　件数 年度目標 人間264件、脳168件

実　績 7,582千円 8,844千円

年度目標

活
動
指
標

助成金額 年度目標は当初予算を
設定

年度目標 8,640千円 8,640千円

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 11,833 13,212
人件費合計 4,580 4,368

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.550 0.550

8,600 8,600
小計 8,640 7,253 9,411 8,844 8,600 8,600 8,600

0 0 0 0
一般財源 8,640 7,253 9,411 8,844 8,600

0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

管理No．104

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 5 - 0 9

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 2 - 0 6

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
　引き続き人間ドック及び脳ドックの受検費用の助成を行う。（脳ドックは２年度に１回助成）

事業コード 人間ドック等受検費用助成事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
　引き続き人間ドック及び脳ドックの受検費用の助成を行う。（脳ドックは２年度に１回助成）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 人間ドック等受検費用助成事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。 ●

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

疾病の早期発見・早期治療に役立て、将来的に医
療費を抑制するため、市が行う事業として妥当で
ある。⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。  概ね妥当であるが今後見直しが必要

管理No．104

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 2 - 0 6事業コード 人間ドック等受検費用助成事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

管理No．104

２　次　評　価



3 1 1 2 - 3 - 0 1

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 3 - 0 1事業コード 小児医療充実事業

H28
計画

印旛市郡小児初期急病診療所を維持するため白井市民の受診割合に応じた負担金を負担していく。
印旛市郡小児初期急病診療所及びこども救急電話相談の周知をホームページに掲載するとともに広報に年２回掲載していく。
印旛郡市小児救急医療支援事業を継続実施していく。

H29
計画

印旛市郡小児初期急病診療所を維持するため白井市民の受診割合に応じた負担金を負担していく。
印旛市郡小児初期急病診療所及びこども救急電話相談の周知をホームページに掲載するとともに広報に年２回掲載していく。
印旛郡市小児救急医療支援事業を継続実施していく。

H30
計画

印旛市郡小児初期急病診療所を維持するため白井市民の受診割合に応じた負担金を負担していく。
印旛市郡小児初期急病診療所及びこども救急電話相談の周知をホームページに掲載するとともに広報に年２回掲載していく。
印旛郡市小児救急医療支援事業を継続実施していく。

費用負担をすることで市民が救急医療にかかれるようにする。
印旛市郡小児初期急病診療所の運営に要する費用の負担や印旛郡市小児救急医療支援事業を継続していくこ
と。
現状では、市独自の小児夜間・休日診療体制の整備が難しいことから、近隣市町村において新たに小児科のある
総合病院が建設される際には連携し、休日・夜間の診療が維持できるよう要請等やPRを検討する。
県が実施している「こども救急電話相談」のＰＲや小児科のある病院の情報提供をＨＰや広報誌で実施する。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

市民が安心して小児医療機関にかかれる環境。

H26
実績

印旛市郡小児初期急病診療所を維持するため白井市民の受診割合に応じた負担金を負担した。
印旛市郡小児初期急病診療所及びこども救急電話相談の周知をホームページに掲載するとともに広報に年２回掲載した。
印旛郡市小児救急医療支援事業を実施した。

H27
実績

印旛市郡小児初期急病診療所を維持するため白井市民の受診割合に応じた負担金を負担した。
印旛市郡小児初期急病診療所及びこども救急電話相談の周知をホームページに掲載するとともに広報に年２回掲載した。
印旛郡市小児救急医療支援事業を継続実施した。

事業実施の背景
（導入経緯等）

市内には小児の休日・夜間の一次救急医療機関がないことから、平成１４年に印旛保健医療圏の市町、医師会の
協力により佐倉市保健センター内に印旛市郡小児初期急病診療所が開設された。
また、印旛郡市では小児二次救急医療を病院群輪番制方式で実施している。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

小児初期救急診療については、平成１４年１０月１日に佐倉市及び主旨に賛同する市町村により印旛市郡医師会へ委託し、
診療開始（小児初期急病診療所：佐倉健康管理センターを活用）。
小児二次救急医療病院群輪番制については、平成１５年１０月から日本医科大学千葉北総病院、東邦大学医療センター佐
倉病院、独立行政法人国立病院機構下志津病院、成田赤十字病院の４病院の協力により実施している。
市内の医療機関にアンケートを実施した結果、休日・夜間診療体制整備は難しい。また、全国的な小児科医師不足の問題が
あって、現状でも医師の確保が難しいという意見がある。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

休日や夜間なども安心して診療が受けられる体制を作るため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

小児及びその保護者

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国

県 千葉県保健医療計画

市 しろい子どもプラン

目 事業 事業名② 会計 普通 款 項

目 2 事業 8 事業名 【実】小児医療充実事業

根拠法令等 なし

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1

一部委託 ● 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託

実施期間 平成13年度 ～ 終了未定 位置付け ●

課長 黒澤 　実

シート作成者 主査　中島　正恵

事務事業名 小児医療充実事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 母子保健班

20 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（３）地域医療体制の推進 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．105

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 3 - 0 1

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

・小児医療体制(救急体制の確立、小児科専門医がいる医療機関の数を増やす）は市民を対象とした意識調査の中でいつも
要望が多い。
・八千代市に平成１８年１２月、小児救急に対応した八千代医療センターが開設された。
・鎌ケ谷市に平成１９年９月に総合病院が開設されたが、休日夜間の救急については小児専門医ではなく、内科医が対応して
いる。
・小児科医の全国的な不足が課題となっている。
・２５年度から県補助負担金が廃止となったことから各市町村の負担金は増加した。

事業コード 小児医療充実事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

 良好

●  概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

 効率的である

●  概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

 成果が上がっている

●  概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

 計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
　広報やホームページ、健康カレンダー、さらに母子手帳交付時にもチラシを配布
していることから、市民への周知・情報提供はできている。
　

《成　果》
　負担金を支出することにより、印旛市郡小児初期急病診療所及び印旛郡市小
児救急医療支援事業が維持されている。
　小児科診療科目を掲げているのは１２箇所あるが、その内、小児科を専門として
掲げている医院は２箇所である。

《効　率》（費用対効果の検証）
　負担金は、事業費の受診人数割りによる。市町村自治体は情報提供を行なって
おり、引き続き削減の余地はない。

《総合評価や課題》
　夜間・休日の小児救急体制については、印旛市郡の連携により、平成１４年１０
月から小児初期急病診療所を佐倉市に開設している。市民も利用はしているが、
利便性の問題が課題である。

●  概ね計画どおり進んでいる

小児二次救急医療病院群
輪番制の受診者数

小児二次救急医療病院群
輪番制の受診者数

年度目標 － －

実　績 ３１人 １９人

－

実　績 １８４人 142人

実　績

成
果
指
標

小児初期救急診療所の年
間受診者数

小児初期救急診療所の年
間受診者数

年度目標 －

実　績 広報２回掲載 広報２回掲載

年度目標 －

活
動
指
標

小児救急に関する情報提
供

媒体数 年度目標 広報２回掲載 広報２回掲載

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 不　一　致 不　一　致 不　一　致

事業費合計 728 650
人件費合計 416 397

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.050 0.050

417 417
小計 358 312 442 253 417 417 417

0 0 0 0
一般財源 358 312 442 253 417

0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額
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平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

- -

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 3 - 0 1

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
印旛市郡小児初期急病診療所の維持及び印旛郡市小児救急医療支援事業を継続実施していく。
医療機関への協力要請の努力をしていく上で、２８年度のホームページと同じ内容を引き続き実施していく。

事業コード 小児医療充実事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●  イ：見直しのうえで継続 ●

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
印旛市郡小児初期急病診療所の維持及び印旛郡市小児救急医療支援事業を継続実施していく。
医療機関への協力要請をしていくが、ホームページ上では協力医療機関についての掲載内容を加えることで見直す。

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続 ●  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

● 位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●

実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

現状では、市が独自に休日・夜間の小児急病診療
所を開設することは非常に難しいため、現事業体
制を継続していくことが妥当と判断する。⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。 ●

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。 ●

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

管理No．105

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 3 - 0 1事業コード 小児医療充実事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●  イ：見直しのうえで継続 ●  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

●  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●  イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

良好 ● 概ね良好 やや不良 不良

管理No．105

２　次　評　価



3 1 1 2 - 3 - 0 2

１．事務事業の位置付け

２．事業概要

３．年度別の実績と計画　（平成２８年５月３１日現在） ※H28～30計画については項目１０、１１の方向性を受けた内容を記入すること。

： 3 1 1 2 - 3 - 0 2事業コード 歯科診療事業

H28
計画

訪問歯科診療器材の貸し出し（通年）
年末年始歯科診療の実施（印旛郡市歯科医師会白井地区会員に業務を委託して実施する）　2日間8人

H29
計画

訪問歯科診療器材の貸し出し（通年）
年末年始歯科診療の実施（印旛郡市歯科医師会白井地区会員に業務を委託して実施する）　2日間8人

H30
計画

訪問歯科診療器材の貸し出し（通年）
年末年始歯科診療の実施（印旛郡市歯科医師会白井地区会員に業務を委託して実施する）　2日間8人

【訪問歯科診療】在宅寝たきり者宅（申請者）に対し市歯科医師が訪問し、歯科医療サービスを提供する。
　診療内容：入れ歯等の修理及び簡単なむし歯の治療
　診療費：保険診療による自己負担分を徴収
【年末年始歯科診療】市歯科医の協力のもと、白井市歯科診療所にて12月31日、1月2日の2日間9時から正午まで
歯痛等で応急処置が必要な市民等に対し歯科治療を行う。

　成　果
（何がどうなれば成果

　となるのか）

【訪問歯科診療】訪問歯科健診・診療を行うことにより、在宅寝たきり者の生活の質の向上を図る（歯痛等の軽減、
食欲の増加、誤嚥性肺炎の予防）。
【年末年始歯科診療】年末年始歯科医院休診時に歯痛等の応急処置を必要とする市民の痛み等を軽減する。

H26
実績

訪問歯科診療器材の貸し出し（通年）
年末年始歯科診療の実施（印旛郡市歯科医師会白井地区会員に業務を委託して実施する）　2日間8人

H27
実績

訪問歯科診療器材の貸し出し（通年）
年末年始歯科診療の実施（印旛郡市歯科医師会白井地区会員に業務を委託して実施する）　2日間8人

事業実施の背景
（導入経緯等）

【訪問歯科診療】　平成10年度に医師、歯科医師6人で構成された訪問歯科診療準備検討委員会を設置、平成11年度には
寝たきり者13人にモデル調査を実施後、平成13年度に事業を実施する。同時に準備検討委員会を運営協議会に移行し、事
業の評価検討を実施する。
【年末年始歯科診療】　市内歯科医院休診時の際に、市民は近隣市町村の急病診療所に受診していることから、平成13年度
に保健福祉センター内に歯科診療所を開設し、市歯科医の協力のもと、平成14年から事業を実施する。

　これまでの見直しの経緯
（前年度評価に対する見直し
　や事業仕分けによる見直し
　等の実施状況）

平成13年度開始当初は事業の対象者を「通院困難な6か月以上の寝たきりの状態にある65歳以上の人及び障害者」としていた
が、平成16年度には「通院困難な寝たきりの状態にある65歳以上の人及び障害者」へと変更し、対象者の拡大を行った。
※平成23年度から「3132-1-03在宅寝たきり高齢者等訪問歯科診療事業」と、「3132-1-02年末年始歯科診療事業」と統合し、「歯
科診療事業」として事業を実施。
※平成24年度で白井市歯科診療所が閉院したことに伴い、訪問歯科診療事業は事業終了、年末年始歯科診療事業は、印旛郡市
歯科医師会白井地区会員に業務を委託して実施する。

事
 

業
 

の
 

内
 

容

　目　的
（何のために）

【訪問歯科診療】　歯科医院に通院困難な在宅寝たきり者が安心して歯科診療を受けられるようにするため。
【年末年始歯科診療】　年末年始歯科医院休診時に歯痛等の市民等に対して応急処置を行うため。

　対　象
　（誰・何を対象として）

【訪問歯科診療】　市内在住で歯科医院に通院困難な寝たきりの状態にある65歳以上の人及び障害を有する人。
【年末年始歯科診療】市民等（歯痛等の応急処置が必要な人）

　手　段
　（どのようなやり方で）

　関連する
計画

国

県 千葉県保健医療計画（歯科保健医療対策、在宅ケア対策）、千葉県歯・口腔推進計画

市 白井市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、白井市障害者計画、しろい健康プラン

目 事業 事業名② 会計 款 項

目 4 事業 1 事業名 【実】歯科診療事業

根拠法令等 医療法第1条、歯科口腔保健の推進に関する法律第9条

予算科目
① 会計 普通 款 4 項 1

● 一部委託 補助・負担金 その他

重点施策事業 新規事業 追加事業

実施方法 直　営 全面委託

実施期間 平成13年度 ～ 終了未定 位置付け ●

課長 黒澤 　実

シート作成者 主任歯科衛生士石田典子

事務事業名 歯科診療事業

健康福祉部

第１節 市民一人ひとりの健康づくりを支援します 課・室 健康課

12．保健・医療の充実（重点施策） 班　名 保健予防班

31 日

後期基本
計画

（Ｈ23～27）
上の位置づけ

第２編　目的別計画 事業コード

第３章 健康で暮らせるまちを築く 担当部

（３）地域医療体制の推進 評価責任者

月 31 日
作成・更新日 平成 28 年 5 月

白井市（後期）第2次実施計画事業
（平成27年度事業）事後評価シート

管理No．106

評価基準日 平成 28 年 5



４．事業費　（平成２８年５月３１日現在） ※「３．年度別の実績と計画」に記載した内容と合致した事業費を記載すること （単位：千円・人）

５．事業の評価指標

６．自己評価　（主管課等長の判断により記入）

７．社会ニーズ・環境変化・事業仕分け等

： 3 1 1 2 - 3 - 0 2

　市民の意見や
　事業を取り巻く
　環境の変化
（社会潮流・
　制度改正・
　事業仕分け等）

白井市歯科診療所開設当初は、訪問歯科診療を行う歯科医療機関が少なく、市で事業を実施することで市民のニーズがあっ
たが、開設から10年が経過し、訪問歯科診療を実施する歯科医療機関が増えたことや、歯科診療所の管理者の自院継承問
題もあることから、費用対効果を踏まえ、平成24年度末をもって白井市歯科診療所を閉院することになりました。
第2次しろい健康プラン（歯科口腔保健推進計画）に基づく取り組みの実施（平成28年4月～）

事業コード 歯科診療事業

 効率的でない

総合評価
（事業を総合的に
評価し良好か）

●  良好

 概ね良好

 やや不良

 不良

 成果が上がっていない

効　率
（費用対効果の検証）

●  効率的である

 概ね効率的である

 あまり効率的でない

 あまり計画どおり進んでいない

 計画どおり進んでいない

成　果
（活動によって意図
した成果があがっ

ているか）

●  成果が上がっている

 概ね成果が上がっている

 あまり成果が上がっていない

　評価項目 評価結果 自己評価の判断理由

活動の達成度
（年度当初予定した
事業計画が実施

できたか。）

●  計画どおり進んでいる 《活動の達成度》
（訪問歯科診療）平成24年度にて閉院した市歯科診療所の訪問歯科診療器材の有効活
用の体制整備ができている。
（年末年始歯科診療）平成24年度にて閉院した市歯科診療所で実施していた年末年始
歯科診療を、平成25年度から公益社団法人印旛郡市歯科医師会に業務委託して実施
する体制の整備ができている。
　両事業ともに目標を達成しており、計画どおり進んでいるといえる。

《成　果》
（訪問歯科診療）市歯科診療所の訪問歯科診療器材の貸し出しを希望する市歯科医
は、平成26年度にはいなかった。
（年末年始歯科診療）市内歯科医院休診日である年末年始の2日間、市内の歯科医院
にて歯科救急サービスを提供し、8名の利用者があった。
　両事業ともに意図した成果があがっているといえる。

《効　率》（費用対効果の検証）
（訪問歯科診療）人件費等コストのかかる訪問歯科診療サービスは、市で所有している
訪問歯科診療器材を貸し出すことで市歯科医の診療室でも対応できることから、平成25
年度から市直営で事業を実施することを終了したことで、コスト削減につながっている。
（年末年始歯科診療）歯科医師会に事業を業務委託することにより、常勤市職員2名分
のコストを削減することができた。
　両事業ともにコスト削減につながったことから、効率的であるとした。

《総合評価や課題》
平成24年度で市歯科診療所を閉院し、訪問歯科診療は器材の貸し出しのみ、年末年始
歯科診療は歯科医師会に業務委託して実施した結果、成果が上がり、効率性に実施で
きたことから良好とした。

 概ね計画どおり進んでいる

年末年始歯科診療受診者
数

受診人数 年度目標 2日間業務委託 2日間業務委託

実　績 2日間委託8人受診 2日間委託8人受診

‐

実　績 器材貸出希望なし 器材貸出希望なし

実　績 12/31、1/2の2日間 12/31、1/2の2日間

成
果
指
標

訪問歯科診療及び歯科健
診出動回数

訪問延べ回数 年度目標 ‐

実　績 器材貸出のみ実施 器材貸出のみ実施

年末年始歯科診療実施日
の設定

年間の実施日・回数 年度目標 12/31、1/2の2日間 12/31、1/2の2日間

活
動
指
標

訪問歯科診療申請者数 実人数 年度目標 ‐ ‐

平　成　２　7　年　度

指標名 指標式 区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

予算事業と
実施計画事業と

の関係
一　致 一　致 一　致 一　致 一　致

事業費合計 1,926 1,848
人件費合計 1,666 1,588

人件費 8,328 7,942
従事職員人数 0.200 0.200

290 290
小計 290 260 290 260 290 290 290

0 0 0 0
一般財源 290 260 290 260 290

0
地方債 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
県支出金 0 0 0 0 0 0財

源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0

その他 0 0 0

決算 現計予算 決算 現計予算 要求予定額 要求予定額

管理No．106

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度
現計予算



８．事業の妥当性評価（主管課等長の判断により記入）

９．第５次総合計画における事業の位置付け

- - -

A - 5 - 0 3

１０．平成２８年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

１１．平成２９年度の方向性（主管課等長の判断により記入）

　　

： 3 1 1 2 - 3 - 0 2

＜平成２９年度の事業説明＞や＜平成２９年度の改革・改善内容など＞
平成２８年度からの第２次しろい健康プラン（歯科口腔保健推進計画）のスタートに伴い、歯科口腔保健の推進に関する事業費を１本化し、計画と
の整合性を図る。
（訪問歯科診療事業及び年末年始歯科診療事業の実施内容は平成２７年度と同様とする。）

事業コード 歯科診療事業

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

平　成　２　９　年　度

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

＜平成２８年度の事業説明＞や＜平成２８年度の改革・改善内容など＞
※歯科保健事業に統合する。
平成２８年度からの第２次しろい健康プラン（歯科口腔保健推進計画）のスタートに伴い、歯科口腔保健の推進に関する事業費を１本化し、計画と
の整合性を図る。
（訪問歯科診療事業及び年末年始歯科診療事業の実施内容は平成２７年度と同様とする。）

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結 ●  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

位置付けなし（実施計画外事業等）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●

● 実施計画事業（重点戦略以外） 事業コード 事務事業名 歯科口腔保健推進事業

⑨市民との協働で実施している。又は、今後市民と協働で実施できる。

⑩周辺市町村の多くが実施している事業である。

第５次総合計画 前期基本計画 前期実施計画

実施計画事業（重点戦略） 事業コード 事務事業名

⑤市民の多くが受益を得る事業である。

判
断
理
由

閉院した市歯科診療室の訪問歯科診療器材の有
効活用、市内歯科医院休診日である年末年始の2
日間市内の歯科医院にて歯科救急サービスを提
供できていることから市事業として妥当であると判
断する。

⑥この事業がないと日常生活を送ることが困難になる市民がいる。

⑦この事業はセーフティネットの役割を果たすものである。

⑧（主に他市の事業と比べて）市の独自性を高めるための事業である。

③市政方針、施策目的の達成手段として有効な事業である。 ●  妥当でない

④事業実施のやり方は現状で適切である。 ●

①行政（市）の関与が必要な事業である。 ● ●  妥当である

②市以外にこの事業を提供できるものがいない。 ●  概ね妥当であるが今後見直しが必要

管理No．106

評価項目 チェック 妥当性（今後も市がこの事業を実施することが妥当か）



１２．総合評価（評価委員会による評価）

　＜意見記入欄＞

１３．平成２８年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１４．平成２９年度の方向性　（評価委員会による評価）

　　
　＜意見記入欄＞

１５．平成２９年度予算の優先度（評価委員会による評価） ※特に明示すべきもののみ記入

１６．担当課の対応方針

： 3 1 1 2 - 3 - 0 2事業コード 歯科診療事業

＜２次評価結果を受けた対応方針（平成29年度予算での対応予定）＞や＜２次評価結果に対応できない理由＞

Ｅ：低い F：予算なし

担 当 課 記 入 欄

A：２次評価結果のとおり対応する

B：２次評価結果のとおり対応できない

A：高い Ｂ：やや高い Ｃ：普通 Ｄ：やや低い

 オ：平成28年度で凍結  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

 ウ：平成28年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

 エ：平成28年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

●  ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

 イ：見直しのうえで継続  ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 カ：その他  ｆ ：その他（ａ～ｅ以外。事業の分離・先送りなど）

平　成　２　９　年　度

 エ：平成27年度で廃止  ｄ：簡素化する（規模を縮小する）

 オ：平成27年度で凍結 ●  ｅ：統合する（他の事業と統合する）

 ｂ：手段を改善する（実施主体や実施の手段を代える）

 ウ：平成27年度で終了  ｃ：効率化を図る（コストを抑え、業務効率を上げる）

平　成　２　８　年　度

 ア：現状のまま継続 改
革
・
改
善
方
針

 ａ：拡充・重点化する（事業の拡大やコストを集中的に投入する）

●  イ：見直しのうえで継続

平　成　２　７　年　度

総　合　評　価

● 良好 概ね良好 やや不良 不良

管理No．106

２　次　評　価


